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職務のため議場に出席 

した者の職・氏名  

事務局長 

書  記 

松 葉 義 人 
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再  開 
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令和 3年度普

代村一般会計

予算 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

 

 

川向総務課

長 

委 員 長 

山田会計管

 令和 3年 3月 4日（木）第 2回普代村議会定例会予算特別委員会  

みなさん、おはようございます。これより、本日の委員会を開きます。

本日も活発なる質疑を期待いたします。 

ただ今の出席委員は、9 名です。定足数に達しておりますので、会議

は成立いたしました。 

本日の日程は、お手元に配布した審査日程（第 2 号）により進めてま

いります。 

それでは、審査の方法について、お諮りいたします。 

一般会計予算については、歳出から款ごとに担当課長等の説明を受け、

その都度、質疑を行い、そのあとで歳入を一括審査したいと思います。 

また、特別会計予算については、6 議案 6 会計を一括上程し、各会計

ごとに歳入、歳出の説明を受け、審査を進めてまいりたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

異議なしと認めます。それでは、そのように進めてまいります。 

なお、総括質疑につきましては、この特別委員会に付託されました本

予算に関する事項について、質問の通告をしてある方に限られますので、

その点ご留意願います。 

各委員及び参与の皆様に申し上げます。 

本委員会は、令和 3 年度の予算について審査する場であります。予算

の審査については、例年お願い申し上げているところでございますが、

質問、答弁とも、簡潔明瞭にお願いいたします。 

また、参与の予算説明については、新規事業や項・目の要点等につい

て説明をいただき、数字等の読み上げは極力省くなど、説明時間の短縮

にご協力願います。答弁につきましても、誠意をもってお答えするよう

にお願いいたします。 

なお、村長、副村長、総務課長、関係の参与の皆様には残っていただ

きますが、その他の方々は、それぞれ待機していただくことにしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

異議なしと認めます。参与の方々は、そのようにお願いいたします。 

それでは、日程第 1 議案第 1 号「令和 3 度普代村一般会計予算」を議

題といたします。 

令和 3 年度普代村一般会計予算、歳出 1 款議会費と、2 款総務費を総

務課長ほか担当課長より、順次説明願います。 

川向総務課長。 

それでは、一般会計の歳出について、ご説明をさせていただきます。 

（以下、総務課長説明、記載省略） 

山田会計管理者。 

4目会計管理費について説明いたします。 
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委 員 長 

川向総務課

長 

委 員 長 

道下住民福

祉課長 

委 員 長 

川向総務課

長 

委 員 長 

森田政策推

進室長 

 

 

 

委 員 長 

 

山田税務出

納課長 

 

委 員 長 

道下住民福

祉課長 

委 員 長 

川向総務課

長 

委 員 長 

山田会計管

理者 

委 員 長 

 

 

（以下、会計管理者説明、記載省略） 

川向総務課長。 

続きまして、5目の財産管理費でございます。 

（以下、総務課長説明、記載省略） 

森田政策推進室長。 

2款 1項 6目企画費は、2,468万 5,000円、前年度比較マイナス 2.8％、

73万円の減額でございます。 

（以下、政策推進室長説明、記載省略） 

川向総務課長。 

次に、7目交通安全対策費でございます。 

（以下、総務課長説明、記載省略） 

道下住民福祉課長。 

9目諸費についてご説明を申し上げます。 

（以下、住民福祉課長説明、記載省略） 

川向総務課長。 

10目電算管理費でございます。 

（以下、総務課長説明、記載省略） 

森田政策推進室長。 

12 目まち・ひと・しごと創生費は、1 億 9,244 万 2,000 円、前年度比

較で 7,756万円、67％の増額でございます。 

（以下、政策推進室長説明、記載省略） 

（「委員長。聞こえないですので、もう少し高い声でお願いします」と

野場議員） 

高い声で説明をよろしくお願いします。 

山田税務出納課長。 

同じく 38～39ページになります。2款総務費 2項徴税費 1目税務総務

費について説明いたします。 

（以下、税務出納課長説明、記載省略） 

道下住民福祉課長。 

2款 3項 1目戸籍住民基本台帳費についてご説明を申し上げます。 

（以下、住民福祉課長説明、記載省略） 

川向総務課長。 

次に、4項選挙費でございます。 

（以下、総務課長説明、記載省略） 

山田会計管理者。 

43ページ、監査委員費でございます。 

（以下、会計管理者説明、記載省略） 

説明が終わりました。これより、質疑を行います。 

1款議会費の質疑を許します。 

ございませんか。 
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3番大上委員。 

3 番大上です。25 ページの議員共済会 700 何万円でございますが、私

詮ない質問になる訳ですが、要するに現職の議員の共済はこの内容につ

いては 1 つもかからない、何年か前に 5 年か 7 年前にですが、法律が改

正になって議員の議員年金は中止ということがあった訳ですが。だがし

かし、現在その法律の改定のときに現在の議員年金者に対しての支給に

ついて、こういうふうに毎年全国の市町村がこうやって負担金を負担し

て、法律が変わる年度前までの権利者に対して年金を支給するとか、ま

た、現職に対しても将来的な年齢・年数に対してのあれを支払うという

ような、私らには分からない偉い様が、全国の議長会が要するに国との

節操で決まった経緯がある訳ですが。私はこれについてやはり 5 年も法

律がこういうふうなことにはなっているけども、少なくても年々そうい

う遺族年金とか議員年金とかを受ける対象の人たちが死亡して減少して

いるという中にあって、負担金が毎年不足に、負担金が少なくなってい

かなければならないというふうに思う訳ですが、そういう意味でこれが

前年対比同額なのか、また将来この 700 万円が 500 万円になるのか、そ

こら辺はどういうふうになっているのかお伺いするし。今一緒に議長が

いる訳ですが、岩手県の議長会に関しても、やっぱりこれは問題視して

いくらかでも、共済金は少なく、負担金を少なくすべきでないのかとい

う提案を現議長にもお願いしたい訳ですが、そこら辺の内容がどういう

ふうになっているのか、参考のために知っている範囲でいいですが、報

告があることであるならば、参考として現職の議長からも回答できれば

なという思いがありますが、お願いします。 

松葉議会事務局長。 

議員共済費の関係でございますが、こちらは国の方で定まっているも

のでございまして、総務省より給付費負担率というものが通知されます。

それが、4月 1日現在の議員数と報酬額を勘案して、月額に 12を掛けて

さらに給付率を掛けた金額がこの 700 万 5,000 円というふうな金額とな

ってございます。それで、給付率でございますが、今年度は 100分の 33.6、

前年度は、100分の 35.4で若干ではありますが、率の方は下がってきて

おります。以上でございます。 

3番大上委員。 

それで、そういう法律改正において、金額は総務省で、あるいは全国

の議長会でそういうことでの金額を設定してあるということは承知して

いる訳です。だからそれはそれで法律だけれども、やはりこれによって

私が先ほどから言っているように、3年かに 1度は 100人単位というか、

1,000人単位というか、やはり支給が少なくなっていくはずなんですが、

それも全然加味しないで、法律はこういうふうになっていますよ、とい

うことで一銭も負担率は変わりがないのか、そこら辺についてはどうな

んですか。事務局の方ではそれまでは認識しておりませんか。 
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松葉事務局長。 

受給者が少なくなってきているのは事実でございますので、その分を

勘案して、2 年度が 35.4 から 3 年度は 33.6 で若干率が下がってきてお

ります。ということは金額も下がっておりますので。 

（「負担率が」と大上浩史委員） 

はい。負担率が下がっているということで、金額も下がっております。

なので、これは年々下がっていくという傾向はあると思います。 

中村議長は。 

（「予算委員会で答弁ができるか、できないか」と大上浩史議員） 

委員会なので答弁は控えさせていただきます。 

3番大上浩史委員。 

議長が同席しておりますので、個人的にもお願いする部分はあると思

いますけども、公的にここら辺に力を入れて議長会として問題提起する

べきだと。私もかつて 4、5年前に皆さんの応援で議長をやらせてもらっ

て、この問題を議長会で提起・提案した経緯があるけども、それ以来何

もご承知のとおり進んでないという経緯があるものですから、やはりこ

れは岩手県だけでなく全国的な問題があるものだから。不公平だと思う

んですよ、全く。現実には支給を受けている先輩議員、あるいは死亡を

しても奥様の遺族年金というような、微々たるとはいえ、全国というこ

とになるというと、現実に金は動いている訳ですけども、ただどうも、

現職にも何ぼうかあってもいいんじゃないかなという、法律が決まって

しまったからどうということはないけども、やはり議長会で問題にすべ

きだとは思うので、ぜひとも議長はそこら辺を勘案してお願いします。

終わります。 

議会費について、そのほか、ございませんか。 

（なし） 

なければ、1款議会費の質疑を終結いたします。 

 続きまして、2款総務費の質疑を許します。 

 関係するページ数をお示しの上、質疑をお願いいたします。 

 6番中上委員。 

6番中上です。27ページ、10節需用費のところで消耗品費 537万円あ

ります。あと 29ページ、会計管理費にも消耗品費 17万円とございます。

今コロナ禍もあってそうじゃなくてもあれなんですけれども、役所の消

耗品費等を村から購入できる分はある程度は購入しているものだろうと

は思うんですけれども、ある程度の総金額の地元購買率というかそうい

ったものは数字で示せるようになっているものなのかどうか、そこら辺

の努力はしているのかどうかですね、地元購入をしているのかどうかお

聞きしたいと思います。 

あとは、35ページ、2の 1の 11目防災諸費ですね、8節の旅費があり

ます。防災イベント事業に 2 万 4,000 円ある訳ですけども、東日本大震
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災から 10年たっております。よく「普代村は水門に守られて 1人の犠牲

者も出なかった」という報道がなされますけども、この 10年間違和感と

いうか疑問というかを感じておりまして、こういった報道、確かに水門

に守られて村には犠牲者は出なかった訳です。水門そのものもそういっ

た意味では村の誇りでもありますけれども、犠牲者が出なかったという

報道に対して遺族の方々はどのような気持ちで聞いているのかなという

のが非常に気になっておりまして。これはそういうふうな報道、そうい

うかたちで村で直接被災しなければそうしなければならないものなのか

どうかですね、あるいは報道の仕方なのか、あるいは報道関係に村が情

報を伝える伝え方なのか、そこら辺が全然分からない訳なんですけれど

も、そういったところを遺族が無視されているようにも俺から見ると感

じたりする訳なんですけども、そういった部分を村長さんに解説してい

ただければなというふうに思います。 

それともう 1 つですね、昨日 3 月 3 日は津波の追悼式があった訳です

けれども、明治 29年と昭和 8年の追悼ということで犠牲になった方々に

追悼式を行うイベントな訳ですけれども、あそこに東日本大震災の犠牲

者の追悼ということで、加えることはできないものなのかどうかですね、

来年からそこも加えてやれるようにはできないのか、村長の見解をお伺

いしたいと思います。それと東日本大震災で、村民の方が地元でなくて

もほとんど近隣な訳ですけれども犠牲になっている訳ですが、はっきり

した人数を教えていただければなというふうに思います。 

あと、36ページの 12、まち・ひと・しごと創生費、7の報償費と 8の

旅費のところに普代村まち・ひと・しごと創生推進会議委員謝金とか旅

費とかあります。この推進委員さんの選考はどのようなかたちで選考す

るのかどうかお聞きします。 

もう 1つ、次のページ 12節委託料に地域おこし協力隊受入事業 1,320

万円あります。これは前にも議運か何かで説明を受けている訳ですけれ

ども、これは委託料として青の国に支出されて、青の国ではこれが収入

としてどういう項目でプラスになるのかということを参考までにお聞き

したいと思います。以上お願いします。 

川向総務課長。 

一般管理費の消耗品費につきまして、地元からの受け入れというか、

購入についてというお話しだと思います。消耗品費につきましては、ま

ず地元優先ということで第一に行っております。それでできない場合は

ほかの分からということもありますけども、まずは地元優先ということ

で取り組まさせていただいておるところであります。 

柾屋村長。 

犠牲者等の関係でござますけども、他市町村で 7 人犠牲となって、そ

して本村内で 1 人行方不明といったことでございます。取り扱いが津波

被災の場合ですけども、県等全て亡くなった場所でと、カウントをされ



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

森田政策推

進室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

中上委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るということでいろんな思いはありましたり、またいろんな報道機関等

にも話しもする訳ですが、いずれ取り扱いのとおりで扱われていくし、

今後もというふうにお聞きをしております。 

あと、それとも関わりますけども、東日本大震災の犠牲者の追悼関係

のあれを名前を入れたり記念日をというのは今議員さんお話しするよう

に、うちでのゼロ人に対して、行方不明者も現在まだ行方不明者の個人

上の扱いということの中で、いかにやったらいいのか非常に悩んでいる

のが実情でございます。いずれ今 10年目までは、津波記念日ということ

で明治とそれから昭和の部分をやってきている中で、津波防災について

は東日本大震災の教訓も参考にして取り組んでいくというふうなことに

はしておりますけども。今後のいずれ検討で方向付けをしていかなけれ

ばならないものだなというふうに考えております。 

森田政策推進室長。 

まずは、まち・ひと・しごと創生委員さんの選定ということでござい

ます。今委員さんが 22名おりまして、各団体の長とかあと外部では新岩

手農業協同組合の支店長さんとか、久慈地方森林組合の方とかが入って

おります。あと、大手門学院大学の教授とか、あとは報道関係とかそう

いうふうなかたちで、あとは地域づくりアドバイザーというかたちの人

選になっております。さまざまなところからご意見をもらうというかた

ちの委員構成になっております。 

あとは、先ほどの地域おこし協力隊の委託料の件ですけども、青の国

さんでも政策推進室で行っている地域おこし協力隊の活動と同じような

人件費とか活動費とか車両代とかそういうところにいくのではないかと

思っております。以上です。 

6番中上委員。 

消耗品費ですね、村からなるべく調達するにしても、村には全部揃っ

ていない部分もあるんで、大変なことは大変だろうとは思うんですけど

も、そういった意識でなるべく地元商品を普通はやっているんでしょう

けども、一応老婆心ながらお聞きした次第です。ありがとうございます。 

それと、先ほどの追悼式の件なんですけども、明治 29年にしても昭和

8 年にしても、今回の東日本大震災にしても遺族にとっては被災な訳な

んで、気持ちとしてはたぶん同じだと思うんですよね。場所が違う、規

模が違うだけの話しで、そこを東日本大震災という大きな大震災があっ

た部分を除くということ自体がどうなのかなと、一緒に追悼するかたち

にやっても何かマイナスになるのかですね、プラスにこそなる、別に毎

年決まった時期に一緒にやれるようにすればいいだけの話しだと思うん

ですよね。それだけでも遺族の気持ちっていうのは、ある程度は何とな

く認めてもらえたような、何とも言えない、たぶんどう感じているのか

私も聞いたことはないんですけども、そういった遺族の感情というのを

考えるとやはり同じ扱いにしてしかるべきではないのかなというふうに
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委 員 長 

柾屋村長 

 

 

私個人的には思うんですけども。ちょうど 10年たったことでもあります

し、来年はどういうかたちにしろ、しっかりと今の石碑と同じように建

てるとかそういった手段はいろいろあるんでしょうけども、何かのかた

ちでやれないものかなというふうに感じておりますので、ぜひともこれ

は前向きにまだちょうど 1 年あります。それは検討していって、実行し

てできるようにしていただきたいなというふうに思います。報道はしょ

うがないにしても、現地で被災したというカウントになるというのであ

れば、これは形式としてしかたのないことで、たぶんこれは恐らく普代

村だけではなく、恐らく海岸に出て盛岡の方も亡くなっているというこ

ともあるんでしょうから、普代村だけ特別報道しろという訳にもいかな

いのでしょうから、仕方がないなとは思います。追悼式の件、何とかお

願いをしておきたいと思います。総務課の概要にも書いてありますけれ

ども、「風化しつつある東日本大震災の記憶を忘れずに」という気持ちの

ある説明がありますので、これをやっぱりかたちにしていくべきではな

いかなというふうに思いますので、お願いします。 

最後に、まち・ひと・しごと創生費ですね。これは全く別のものなの

かなと思って聞いたんですけども。よくホームページに載っている推進

会議のメンバーなのかなというふうに今改めて分かりましたけれども、

進め方に文句を言う訳じゃないですけども、外部からの識者の方、いろ

いろな団体の長の方って意外と鋭い意見を出して鋭い質問をしているな

という部分があるんですよね。だからそこの部分をもうちょっと深く進

行する方がもうちょっと聞いていただいて、何かあまり深くいかないで

さらっと、あれは記入するためにそうやっているのかもしれませんけど

も、聞いて参考にしていけるようにできればなと。非常にもったいない

なというふうに度々読んでいて思っておりますので、進行も難しいんで

しょうけども形式的にならないように斬新な意見を取り上げてもらいた

いなというふうに思います。 

最後に委託料の 1,320 万円、委託料とあるので、もしかして余計な心

配をしたんですけども、青の国でも委託料ということは、委託料を出し

ているので、売り上げにプラスしますよね。これは違うということだっ

たんですけども、売り上げにプラスなので青の国の事業の収支がはちゃ

めちゃになるんじゃないか、ちゃんとした理解ができないんじゃないか

なという心配で委託料じゃないのかなというふうに、載せるのではない

のかなというふうに心配したかたちで聞いた訳ですが、人件費等、経費

に充てるということなので分かりました。最後にもう一度村長の再度の

気持ちをお伺いしたいと思います。 

柾屋村長。 

お答えをします。いずれ先ほどもお話ししましたように、検討をさせ

ていただくというふうなことでお願いをします。うちでも 5 年目までは

追悼式をやってきました。それから村でやらなくなってからは、野田に
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委 員 長 

 

野場委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も私出席しましたけれども、普代村の人も犠牲者としてあそこで読み上

げられると、当然遺族で出席している方もあると。普代の村長が来た、

あれ普代では今年はやらないのかと、いろいろあって私も非常に悩んで、

実際こっちでもやり野田でもやり、野田でも犠牲者として読み上げられ

るといったようなことで、これはどういうふうになと思いつつここまで

きた訳ですけども。いずれ議員さんお話しのように遺族の方さえ了解が

取れれば、あるいは何も反対する遺族の方もないと思いますので、そこ

らも踏まえた中で取り組んでいけるようにというふうなことでございま

す。3月 3日に津波記念日ということで、3月と 6月の分と過去の部分も

1 つにまとめている訳ですけども、なかなか前にうちでいつやるかと、

やっぱり大災害だったから 3月 11日にまとめてやろうという職員の意見

もあったのも、今の記念日の行事をというのも事実でございますし。そ

こらの検討をさらに進めていくということで来年何とか日にちはともか

く、3 つというか全てのこれまでの津波を一緒にした中で慰霊祭という

か、そういった記念日の行事を持てるようにしたいというふうに思って

おりますし、そのことが村の今後の議員さんおっしゃるように津波防災

にもつながっていくのかなというふうに思いますので、そういったこと

で取り組ませていただきます。 

（「終わります」と中上委員） 

2款総務費、そのほかに、ございませんか。 

9番野場委員。 

9番野場です。36ページ～38ページについて伺いたいんですが、とい

うのは、ふるさと納税について全体で確認をしたいためにページ数を 3

ページとしております。基金積立をして、それから各事業に充当をする

という話しな訳ですけども、実はこのふるさと納税、どのように振り分

けになっているのかというのがですね、分かったように思えて離れれば

全然分からないんですよね、拾い集めないとならなくて。それでその流

れを例えば指定寄附 70％、そうでないものは 30％でもいいんですが、そ

ういうものを一覧表にした資料をできれば配布していただければ、どこ

に、青の国に使っているとか何て言いますか、何に使っているとか委託

をしているとか、返礼品だとかというボツボツとは分かるんですが、ど

んなかっこうでこうなっているのかがよく分からないので、できれば一

覧表で示していただければ助かります。何せ個人住民税が 7,000 万円く

らいしかないのに、ふるさと納税が 2 億何千万円というすばらしいこと

をしているなと思うんですが、やっぱりこれも分かりやすくですね、わ

れわれがただ見ても分かるような、資料を配布してもらえるかもらえな

いかの確認です。 

それからもう一つ、36ページ～38ページの移住定住促進事業の関係な

んですが、事業費が 258 万 1,000 円、特交で措置されるということで特

交で措置されるのであればいいなとは思うんですけれども、このコーデ
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委 員 長 

川向総務課

長 

 

 

 

 

 

委 員 長 

森田政策推

進室長 

 

 

 

 

 

委 員 長 

野場委員 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

森田政策推

進室長 

委 員 長 

川向総務課

長 

 

委 員 長 

 

古沼委員 

 

 

 

委 員 長 

ィネーターを 1 名を政策推進室に配置するということですが、どういう

方をどのようにするのか、お願いしたいです。以上です。 

川向総務課長。 

ふるさと応援寄附金をまず 1 億 5,000 万円いただいたとしたら、それ

を全額基金積立をして、基金からそれぞれの事業へ充当していくと、そ

ういうふうな流れになる訳でございますけども、今回につきましても 30

何事業ですか、について充当をさせていただいておるところでございま

すけども、その一覧表につきましては、あとで明細といいますか充当し

ている事業の明細につきましては、お知らせさせていただきたいと思い

ます。 

森田政策推進室長。 

移住定住促進事業に来てもらう方は、移住はやはり村外から人を呼び

込む人ですので、普代出身ではない村外から来ていて今普代にいる人で

誰かそういう来たいと言ったときに普代にこういうところがありますよ

とか、そういう窓口のご案内ができるような方がいいなと思っておりま

す。できれば普代にずっと住んでいる人よりは、よそからお嫁さんに来

ているとか、そして普代を分かっているような方を募集したいなと思っ

ております。以上です。 

9番野場委員。 

ふるさと納税の方ですが、あとでお知らせしますと言うんですけれど

も、できれば資料で、いつも言葉では聞いてその場では分かったような

気がするんですけども、歩けばまた全然忘れて何がどこにどのようにい

っているのか全く見当がつかないんですよ。できれば資料でいただけれ

ば助かります。 

それから移住定住促進事業、予算が決まっていないので、やられない

とは思うんですけども、全然まだ人の目途はたっていない訳ですか。 

森田政策推進室長。 

お答えいたします。室の中では誰がいいかなといろいろ話し合ってい

るところでございます。以上です。 

川向総務課長。 

説明が足りなくてすみません。お示しするというのは資料でお出しす

るという意味でございましたので、大変申し訳ございません。 

（「終わります」と野場委員） 

そのほか、2款総務費、ございませんか。 

5番古沼委員。 

5番古沼です。同じ 37ページの今同僚議員さんが言ってくれました、

ふるさと納税のことなんですけど、目標額が 1 億 5,000 万円となってま

すけど、昨年度まで 2 億いくら稼いでいる訳で、何で目標を下げたのか

お願いします。 

森田政策推進室長。 
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大上浩史委
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委 員 長 

森田政策推

進室長 

 

 

 

お答えいたします。まず昨年の寄付額が伸びた要因にマツタケが大豊

作だったということもありまして、それで、3,800 万円くらいと。あと

は巣ごもり商品というのでほとんどの自治体が伸びておりますので、そ

の分がいくらかっていうと不確定なんですけども、例えば今のマツタケ

が 2 年大豊作になるだとか、2 年続けて大豊作になったことが過去にあ

るかとか、あとはコロナワクチンが行き渡って、効いて巣ごもり消費等

がなくなって、みんなが外で外食をするようになったらちょっとどうな

のかというような不確定要素が多いので、予測値というので今回予算計

上させていただきました。ちょっと気持ちが小さくて申し訳ありません。 

5番古沼委員。 

3 月 2 日のときも同僚議員さんがすごく褒めていたので、目標を上げ

ないとモチベーションも上がらないですよね。やっぱり 2 億いくらいっ

たら 3 億を目指すようなそういう予算ですから、前向きに考えてほしい

と思うんですけど、よろしくお願いいたします。 

森田政策推進室長。 

寄付をできるだけたくさんいただいて、村民のみなさんに還元できる

ように努力したいと思います。以上です。 

（「分かりました」と古沼委員） 

そのほか、ございませんか。 

大上委員。 

3 番大上です。なるべく簡単に質問します。先ほどの政策室長の説明

の中に、くろさき荘に佐々木生太郎氏ですかの人のアドバイザー分を載

せているという説明があった訳ですが、政策の方でそれこそ 2 年度に 1

カ月 8 日ですか、そういうことでのアドバイザーで 1 年間経過した訳で

すが、だがしかしコロナの関係で私はそういう意味での実績は 1 つもな

かったんじゃないかなと、内容を分からないでそういうふうな感じを受

ける訳ですが。なぜにアドバイザーとして今年もまだコロナが収まらな

い状態、それこそくろさき荘収支が 2,000 万円 3,000 万円赤字という実

績の下に今年もそんなに見込まれないという中において、3 年度に例年

どおりアドバイザーをやらなければならなかったのか。それからたぶん

にして、横の連絡で担当の農林商工課長との打ち合わせの中において決

めた内容だとは思うんですが、そういう意味で是が非でも農林商工課長

の担当が必要であるということだったのか、そこら辺の 2 人の見解をお

願いします。 

森田政策推進室長。 

お願いする側の政策サイドとしましては、佐々木生太郎さんにつきま

しては、浜番屋を立ち上げまして、コロナがなければ 1,000 人以上のお

客さんが来ていたと、コロナによってそれができませんでしたけども、

解除になればまた来ることが予想されると。あと来年度ですか、くろさ

き荘の上質化の計画が始まってその整備計画を立てることになっており
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ますので、それについてのアドバイス。あとは観光・物産・ＰＲ等でい

ろんなところを回っているというふうなところを担当課長の方からお聞

きいたしまして、継続でいいのではないのかということで、政策の方で

は予算を。予算額は減らしてはおります。以上です。 

山﨑農林商工課長。 

お答えをさせていただきます。一応くろさき荘の方でも今年度、2 年

度の方では半分負担して指導をいただいておりますが、新年度ではその

部分が下がるんですけれども、やはりくろさき荘のようなところでの指

導だったりとか人脈だったりとかいろんなアイデアとか、そういったも

のを取り入れて、少しでもお客さんを取り込めるような部分でご指導い

ただければと考えており、新年度も一応くろさき荘の方に指導をしてい

ただける時間を作ってもらってと思って、予算といいますか、配置をお

願いをしたというところでございます。 

3番大上委員。 

今の森田室長の説明というと来年度ということですが、令和 4 年度の

計画ということを言っているんですか。3 年度ということですよね。私

は思うに内容を全然把握しないで、概略的なことを言うのもなんですけ

ども、こういうのはやっぱり結果責任というのが重点的な考え方の要素

だと思うんですよ。それは 2 年 3 年まで我慢するとかは、いろいろ問題

はあろうかとは思うけども、今コロナの状態の中において、何をやって

もお客さんは来ないと、全国的に。これが 6月・7月のＧｏＴｏですか、

何ですか、そういうのが国でも盛んに言われてうんぬんかんぬんという

のがあるけども、今の段階とすればそんなに集客見込みも考えられない。

また令和 3 年においてはプラスになれば当然いい訳ですけども、やはり

赤字を覚悟にくろさき荘の経営を、宿泊とか民泊とかの場合はやらざる

を得ないと、いつまで続くのかという問題が一番問題として残る訳です

よ。 

確かに森田室長は番屋をやりました、1,400 人実績がありました。そ

れは前年度にあれを作る前に、あそこに番屋計画をするから、あそこの

施設をちょこっと整備しますというのは 2 年度の前の俺は話しだったと

思うんですよね。今アドバイザーを頼んだから、アドバイザーがそれを

やったからって効果があったとは私は認識していない、認識不足だかも

分からないけども。やはり 1 年 2 年はアドバイザーは、ちらっと村長の

方から金額を半額にしましたとか、日数を半額にしましたとか、という

ような今年度の形態はあったにせよ、私はこうやってコロナの関係で影

響を受けている病院とか宿泊施設とかという収支が絡む事業形態の中に

おいてはどうしても黒字は見込めない、そういう前提に立って赤字をい

かに少なくするかと、じゃあそのためにどうするのかということが優先

的に考えられるべきであって、昨年こういう人件費だったから今年もこ

ういう人件費をやる、たったそれだけでは全然、村が倒れないなら何億
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でも使っていいという考えなのかどうか分かりませんけども。私らから

見れば、やはり収支の関係を優先的に考えなければならない、次にどう

いうふうに特別会計のくろさき荘の収支がどういうふうに人員を見込ん

でいるのか、楽しみに見させてもらいますけども、こういう状況の中に

おいて、なおかつまだアドバイザーをそれこそ必要なのか、おかしいと

思うんですよ。もう一度、村長の説明をお願いします。 

柾屋村長。 

アドバイザーの件、いろいろ言う中で、佐々木さんの件でございます

けども、いずれ昨年はくろさき荘の会計からも金も出して、そのほかに

村の一般会計からも観光全体の部分で駅の分とか、キラウミの分とかも

ろもろの分の観光誘客の部分も含めて二段構えでお願いをして活発に活

動もいただいた訳ですが、実際に成果が出たというのは、番屋めしの部

分で、実際は 1,000 何ぼうが入ったのか、キャンセルになったのも合わ

せれば、2,500 とか 3,000 近くのお客さんが予定されていた訳ですけど

も、それがうまく回り始めて効果が出るなと、先々にというふうに思っ

てましたし。お話しがあったコロナ禍でそこらのツアー回復の部分が弱

くなっている部分を、何とか村の産品を、浜のものを販売をするという

か、そういった部分に今後力を入れてもいければなと、村全体でと、そ

ういった中で今年も過去でいう通常分の部分、昨年から見れば半分くら

いになるのか、半分くらいの日数でお願いをして、村全体の観光誘客の

分の増、そして実際にお客さんを呼び込んできていただくということで、

今後のコロナ禍の先のことも考えればアドバイスをいただいていくこと

は村にとっては必要だというふうなことで計上をさせていただいており

ます。 

3番大上議員。 

実際実行するのは、村長であり、行政の長である訳なんで、その長が

こうこうしかじかでやりますということに対しては、一平議員の私が何

を言ったところで通用する訳ではないけども、だがしかし、固有名詞を

言わせてもらうならばどういう村長との取引があるのかは分からないけ

ども、かつて実績がいろいろ青の国の創立の際においても、それこそ支

配人という名の下にあそこを立ち上げた内容になる訳ですけども、それ

も 1年か 1年半で辞めて、しかも現実にそれが続いている訳ですけども、

それがどういう商材・商品をあそこで扱って、どれくらいの売り上げを

したんですかと言わせれば全く実績がない訳ですよ。あそこに行って私

も何回か見ている訳ですけども、地元の産品はなくて、ほとんど瓶詰・

缶詰、そういった地理的な問題・商材の問題はあるかと思うけども、あ

あいうアドバイザー的な問題、支配人的な問題ですばらしい青の国の商

材・商店をつくったという実績があるならば、やはりくろさき荘も同じ

にそういう実績をつくってもらいたいなという思いがある訳だけれど

も。逆にあのざまという言葉は全く失礼だけれども、あそこの商材・商
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品を見るというと、山田のものが何ぼう、どこかのものが何ぼう、普代

の商品というのは元々小さいからないのも分かりますけども、まず 1 日

に何ぼう売れているのかは分からないけども、そういった意味での商店

とする、商品とする内容では実績がない訳ですよ、結果がない訳ですよ。

それをなおかつまた 2、3年して、また呼んできて、それじゃあくろさき

荘のアドバイザーだとか全く私はそういう村長との個人的な取引がある

か分からないけども、結果論で見るならば全くおかしいアドバイザーで

はないのかなという思いがします。ぜひとも実績結果を見ながら考えて

もらいたいと思います。回答はいりません。 

そのほかに、総務費、ございませんか。 

2番金子委員。 

2 番金子でございます。2 点質問をさせていただきます。1 点目は 35

ページの防災諸費の部分ですが、1 点は同僚議員が質問をされましたの

で防災用備蓄資材の部分についてお伺いをさせていただきます。今この

防災備蓄、前から見れば非常に村民に合ったといいますか、村民のため

に防災があった部分についてかなり進展をしたといいますか、今に合っ

たようなそういった備品食料等準備をしていただいている訳です。そう

いった中で、今テレビ等でも言われておりますが、子供から高齢者まで

アレルギーといったような部分が結構増えている訳ですが、そういった

部分、あるいは子供だけでなくパンパース(おむつ)とかといったような

部分はお年寄りも使われている方々もあるといったような部分、そうい

った部分細い部分ではある訳ですが、どういった部分までが今年度の備

蓄用として 40万円ある訳ですが、入れているのかと。そして今までの部

分と合わせて、食料は賞味期限がある訳ですから入れ替えはある訳です

が、その入れ替えの部分の賞味期限の部分はどのようにされているのか

なといったような部分をお聞かせをいただきたいなと思います。 

それからもう 1点、37ページの部分で、地域活動拠点集会施設整備事

業の部分でお聞かせをいただきたいなと思います。これはわれわれ地域

としても補正予算の部分でもお話しをさせていただきましたが、本当に

ありがたい部分で、新しい今流行りの建物を整備をいただいたと、本当

に感謝をしております。そういった部分で、今経験上言わせてもらいま

すが、やっぱり 1 年間契約の段階で、1 年間くらいはメンテナンスの部

分で何とか施工をした業者に見てもらうといったような取り決めといい

ますか、そういったかたちを取ってもらえれば、新しい建物でも 1 年た

てばドアが閉まらなくなったり隙間が空いたり、そういった症状が出ま

す。そういった症状をメンテナンスとして、無償で補償といいますか、

そういった部分で何とかならないのかなといったようなそういう契約と

して進めてみてはどうかなといったような部分で質問をさせていただき

ました。どこの施工者がやってもやっぱり狂いはあると思いますので、

そういった部分の考え方をお聞かせをいただきたい。 
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川向総務課長。 

備蓄資材等の調達の仕方等についてのご質問だったかと思います。今

現在、アレルギーをお持ちの方用についてはですね、子供さんの粉ミル

クとかそういったものについてはそれぞれ準備をさせていただいておる

ところであります。あとは、それぞれ食品的には若干足りない部分もご

ざいますので、そういった部分はさらにまた整備は進めていかなければ

ならないなというふうには思っているところでございます。あと今年度

の更新の予定のものにつきましては、やはり食品の消費期限的なところ

の部分を更新する部分は、毎年これは行っておりますし、今後につきま

しても、そればかりではなくてですね、やっぱりカイロでも何でも期限

がありますので、そういったものは更新しながらということで期限を確

認しながら年度ごとに更新を進めていくというようなことで対応をさせ

ておるところでございます。今回の予算につきましては更新部分のもの

であるということでご理解をいただければと思います。あと、備蓄の部

分につきましては、まずは本格的な応援資機材等が来るまでの間の 3 日

分をまず整備するということで村分としては、500 人分の 3 日分を備蓄

していくんだという考えの下、備蓄を進めさせていただいておるという

ようなところであります。以上でございます。 

 森田政策推進室長。 

地域活動施設の年間 1 年間保証ということでございますけども、ちょ

っとそれを契約書等に入れられるのか、その後できたあとに施工業者さ

んにお願いできるのか勉強させていただいて、不備がないようにといい

ますか、利便性がよくなるようにしたいと思います。以上です。 

2番金子委員。 

ありがとうございます。備蓄の部分でも答弁をいただきました。私台

風 19号の際に地元の方々が、やっぱり集会施設に避難を 2組 3組避難を

されました。その際に横になるにも畳を敷いて休める部屋もある訳です

が、そういった部分は整備をしていただいております。そういった中で

毛布等、食料等を役場職員が、あの風が吹く大雨が降るといったような

通行止めにならないのかなといったような状況の中で濡れながら配って

もらったと、本当にあのことは前にも申しましたけれども、ありがたか

ったなといったような部分であります。やっぱり黒崎は有料道路だった

あの坂がいつ崩れてもおかしくないといったような状況、そういった中

でもし通行止めになった場合を考えれば、同僚議員が補正の部分でも話

されておりましたけれども、各集会施設、避難所になっている集会施設

だけには毛布くらいは何個か置いても何も悪い部分ではないのかなと思

います。そういった部分で本当に職員に負担を(台風)19号の際はかけた

なといったような部分がありますので、また負担をかけたばかりでなく、

安全を考える部分でも非常に危ないといったような状況もありますの

で、そういった毛布くらいは各避難所である公民館には何部かは置いて
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もいいのではないかと、このように思っております。いずれこの備蓄資

材は、いつ何時、今災害が起きてもおかしくないといったような状況の

中で村としても本当に一生懸命取り組んでいるといったような部分では

本当にありがたい訳ですが、さらに職員の安全を考える部分でも、いち

いち災害が来てから配らなくてもいいといったような部分で少しでも置

いてもいいものは保管をして置いていただけるような体制を取っていた

だきたいなと思います。 

それから集会施設の部分ですが、何も地元業者がやっている訳ですか

ら、決まりを作らなくても見てくれといった口頭でも私は十分対応がで

きると思うんです。そうでなければ、やっぱり例えば黒崎であって、遠

くは堀内、離れた方の業者であれば、いちいち細かいドアが閉まらない

とかといったような部分を頼めない、地元の業者を 3 回も 5 回も頼んで

見てもらいましたけれども、本当にそういった状況がある訳です。そう

いった部分で契約書として契約をしなくてもどのようにもできるのでは

ないかとこのように考えます。いずれそういった部分がありますので、

そういったことに十分に手をかけて進めてもらいたいなというふうに思

いますが、担当課長は何かあったらお願いします。 

川向総務課長。 

各集会所についての備蓄品等の配備ということでございまして、それ

ぞれのどういった場所にどういったものを配備するかということについ

て、今後検討させていただきたいというふうに思います。 

森田政策推進室長。 

勉強させていただいて、そういうふうに施工した大工さん等にもお話

しするようなかたち等したいなと思っております。以上です。 

（「何をしゃべったのか聞こえなかったけども、了解しました」と金子

委員） 

勉強するそうです。 

（「はいはい、終わります」と金子委員） 

そのほか、2款総務費について。 

8番正路委員。 

8 番正路です。ちょっと鼻の調子が悪くて鼻水が出ておりますが、咳

等ご勘弁いただきたいと思います。概要の 2 ページ～3 ページの先ほど

来、防災関係の備蓄であるとか、そういった話題が結構出ておりますが、

避難所関係について若干確認だけいたしたいと思います。以前報道の中

で震災から 10 年たった中で問題が浮き上がってきたというようなこと

で拝見した訳ですけども、たぶんこの事案等については普代村にはあて

はまらないとは思いますが、避難所で若い女性の毛布の中に男性が入っ

てきたといったような事例のセクハラがあったとか、着替える場所がな

くてやむなくその場所を移動せざるを得なかったというような報道がご

ざいました。そうした中では、たぶん普代村としては十分考慮されてい
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るものと思いますが、そこのところは大丈夫か、新たにどうしようとす

るのかというようなことだけ確認したいと思います。 

それと、次の 4 ページの概要の中ですが、消防団の関係、ここも報道

でしか知らない部分ですが、総務省では消防団の待遇改善をしましょう

という記事を目にした機会がございました。 

8番正路委員。9款消防費ではだめですか。 

すみません。それでは、政策推進室の方で、ふるさと納税等もどなた

か質問しておりましたけども。ｉ-サポの関係と定住の関係、今ｉ-サポ

の実績が上がったというような話しは全く聞いていない訳ですけども、

そういったｉ-サポの関係、結婚問題ですね、以前であれば結婚相談員と

いったような項目もございました。今回見る限りでは、そこは削除にな

ってないといったようなことですので、まずそこのところを質問したい

と思います。 

それと定住関係、定住するにはやっぱり住むところがなければ、定住

はできな訳ですけども、どのような感じで今定住に関する施設等は用意

がなされているのか伺います。 

川向総務課長。 

避難所の運営というか、環境問題というかのご質問かと思いますけど

も、まず台風 19号の際でも避難所でのそういったハラスメント行為等々

についてはあったというふうなことは聞いておりませんし、着替える場

所がないということについても、村の避難所の場合は、いろんな部屋が

ありますので、そういった場合に更衣室等の設定とかそういった部分は

可能ではありますので、そういった対応にはできるかなというふうには

思ってます。あと運営上ですね、そういった訓練とか注意喚起とかそう

いったものはしておらないのが実情でございますので、今後の訓練等に

おきましては、そういった部分での意識も持って対応をするようなかた

ちでの訓練といいますか周知等もしながら対応に努めてまいりたいとい

うふうに考えるところであります。 

森田政策推進室長。 

ｉ-サポの関係ですけども、まず結婚相談員が今回なくなったというこ

とで、2 年ほど予算化しておりましたけども、なかなか登録してもらえ

る方がいないということで、今回は岩手県の結婚サポートセンターの方

に登録を進めるような方向で、チラシ等でもう一度やりながらどういっ

た方向でそういうふうな結婚したいっていう人を探していくかというふ

うにやろうということにしております。あと自分的な考えなんですけど

も、岩手県の方でも結婚サポートセンターというふうに、結婚という文

字が付いているので、今は民間の方でマッチングアプリとかといいまし

て、自分に誰が合うかというのをコンピューターがはじきだして紹介く

れるというようなところにも移ってきているような気がいたしますの

で、会議等がありましたら、そちらもどうですか、というふうに県の方
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にも伝えたいなとも思っております。これについては以上です。 

あと移住定住の住宅がないのではないか、というふうなことですけど

も、まず最近では上区住宅に 2 棟建っておりますし、空き家の登録が 2

軒なんですけど、先日 1 軒見たいという方がおりまして、見たんですけ

ども「ちょっとこれは」ということでお断りいただきました。それで今

移住定住の方で、土澤課長さんとやっていることなんですけども、鳥居

のうねとり山荘の辺りとか空いているところで活用できそうなところを

探してもらってというかたちでやっている状況でございます。以上です。 

8番正路委員。 

8 番正路です。先ほどは別の方までしゃべってしまって申し訳ありま

せんでした。まず避難所関係、そういったことに対しては普代村として

は一切問題ありませんよというふうに受け取りました。今後もまずそう

いったことでよろしくお願いいたします。 

それとｉ-サポの関係はこの前の県議会でもある議員が取り上げた中

で成果が上がっていないんじゃないかという、見直しが必要なんじゃな

いかというようなことで質問されておりましたが、普代村は成果以前に

何もないといったようなことで、毎年予算計上はしている訳ですけども、

それでも予算そのものは随時しておいた方がいいのであろうなというふ

うに思います。先ほど室長が言っていたＡＩを活用したというようなこ

とでありましたが、なぜそういったアイデアがあったのにもう少し予算

前に勉強した中である程度そういった部分に対して予算が取れなかった

のかなというふうに 1 つ目は感じましたが、今後そういった中で説明な

り運用はしていくというふうに受け止めましたが、それでよろしいです

か。 

それと定住の件、今村が抱える問題としては、やっぱり人口減少は非

常に加速度的に早まっているような感じに受け止められますので、Ｕタ

ーンなりＩターンなりある程度の住宅施設というのは住むか住まないか

は別としても余裕を持った中であるべきだと感じます。そうした中でち

ょっと村長にお伺いしたいんですが、あそこの三沿道の 45号線のところ

が移動して付け替えになった訳です。Ｂ＆Ｇに行く上下の旧国道部分と

上側の村有地も確かありました。そして国有地もありますし、あとは民

間所有地もいくらかあるはずですが、ああいったところであれば北側に

来る・行くという中ではものすごい便利な土地だと思うんですが。定住

の部分として聞いていただければ。あそこに国なりに一括購入したいか

ら安く譲ってくれといったようなことで、あそこにアパートを建てたら

例えば久慈・野田の方からの定住の呼び込みにはならないのかなという

ふうに感じますが。売るか売らないは相手があるものですから、よく分

からない訳ですけども、そういった取り組みも必要でないかと。そのよ

うに感じますがそこら辺はどのように考えられるでしょうか。よろしく

お願いします。 
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柾屋村長。 

前後しますけども、私の方の部分ですけども、議員さんと同じような

考えもありまして、また土地条件・地理条件等も非常にいいといった中

で、三国さんとはすでにあっちからも話しがあったり私の方からもした

りしながら、いずれは払い下げあるいは譲り受けるという方向でいまし

て、今建設課長の方で、新年度にでもなれば具体的な額の相談等をする

かなというふうな状況でございます。そのあとに皆様とも協議をして、

方向付けができればなというふうな思いでございます。いずれ、結構白

井の部落の中に入っていく部分から上下旧道というか、この前まで使っ

ていた道路も含めて払い下げというふうなかたちになるので結構な面積

にもなります。そこらの活用をうまく村づくりというかそういった方向

に生かしていければいいのかなというふうなことでございます。 

森田政策推進室長。 

先ほどの結婚サポートの件ですけども、室の中ではマッチングアプリ

に登録した人に補助するかという話しも出たんですけども、それでトラ

ブルがあったときに責任も取れないし、じゃあ久慈広域で組んでそうい

うのを立ち上げた方が公的にやれば安心だしというのでという話しもあ

って、それも時間がかかるなということがあって。じゃあもうちょっと

県の方にもやったりとか、これから動向を見て、いろいろそういうふう

な感じで考えていきましょうということにまとまっておりましたので、

すぐ実行できるというものではないと考えております。以上です。 

8番正路委員。 

8 番正路です。県議会の議員さんも同じようなＡＩ関係の質問をして

いたのをたまたま拝見しましたけども、新聞にもつい最近の 2 日くらい

前の記事ですが、遠野市では、ＡＩのマッチングプログラムを使った婚

活であるとか、そういったものをやるというようなことです。やっぱり

二番煎じであれ三番煎じであれいいものはとにかく取り入れていくとい

うような方向を持っていっていただきたいなというように感じておりま

すし、まず定住であれ婚活であれ、昨日も質問しましたけども、子供が

今年度は 8 人でというようなことでした。今やっぱり一番子供を産むた

めにどうするかっていうようなことが必要に求められている部分じゃな

いかなと思います。この村では。そういった中では表現は悪いですけど

も、なりふり構っていられないんじゃないかというふうな感じもします。

そういった中でｉ-サポ関係、定住関係、政策推進室のみならずそのあと

に続くであろう保健福祉課の方に移行できるような体制を早く作ってい

ただかないと、あと 10年もしないうちに 2,000人は割り込む訳ですから。

今のままだと。何とかそういった魅力発信になるような政策を立ててい

ただいてこういった予算のときに目新しい対策がでるようなことにつな

げていただければいいなというふうに思っておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。今新しい何か婚活なり定住であれ新しい何かア
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川向総務課

イデアがあるのであればご披露いただきたいと思います。それを聞いて

質問を終了したいと思います。 

森田政策推進室長。 

今のところは持ち合わせておりません。何とか福祉課の方にいくよう

に頑張りたいと思います。以上です。 

8番正路委員。 

やめようと思いましたが何もないというようなことですので、私はも

う 30数年前に青年の船というのに乗る機会がございました。そのときに

講師の先生が、二番煎じであれ、三番煎じであれ、知らなければどんな

ことでもそれはアイデアであると、ましてや誰も思いつかないことがあ

れば一番目のアイデアとなる訳ですけれども、そういった中でアイデア

の泉というのは尽きることがないんだと、どんな考えであれ、小さいも

のであれ大きいものであれ。そういった話しを伺ったことがございます

ので、ぜひ担当課としてはどんなことであれ、アイデアは尽きないんだ

よということを担当課職員皆さんに広げていただきながら、思いついた

ことは書きとめながらどういったことに活用できるかといったことをや

っていただければもう少し新聞発表を前に普代村が一番に予算化できる

のではないかというふうに思いますので、よろしくお願いをいたしまし

て、終わります。 

そのほか、2款総務費、ございませんか。 

7番森田委員。 

7 番森田です。35 ページ、同僚議員がいろいろ質問されてましたが、

私も防災諸費の防災関係についてお聞きします。まず 1 点目防災イベン

ト事業と総合防災訓練は何か関係があるのか、まったく別々に行われる

ものなのか、それとまず防災訓練の際に、今国で新しく三陸沖とか北側、

北海道の間で震源とする巨大な地震、そして巨大大津波の危険性を発表

しています。3.11のときは南の方の震源、そして津波の発生も南から来

たような感じで、普代村は黒崎の先で津波の威力が少し弱まって、普代

村は津波の力は弱まったような感じの話しも聞いたことがあります。そ

の話しのついでに陸前高田の被害を見れば津波が次から次と押し寄せて

どんどん奥地まで行っている訳です。そういったような津波が来るよう

な感じになれば普代も相当被害が予想されてもおかしくないと思いま

す。そういうことも踏まえて総合防災訓練もまた重要になるのではない

かなと思ってます。住民の人にも注意喚起をするチャンスとして、新た

に発生する巨大地震のことも踏まえて、村民の方の被害を少なくする意

味でもしっかりとその辺を意識付けした防災訓練が必要かと思います。

また、今コロナの状況化での避難所の避難の仕方、避難所の開設の仕方、

そういったのも考慮しての訓練なのか、その内容をお伺いします。 

川向総務課長。 

まず、防災訓練の費用につきましては、10万円がこの金額になります。
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あと、防災イベント事業につきましては、それぞれ 7款と 8款と 10款に

それぞれ計上をさせておるところでございますけども、これは 3.11も含

めながらですね、そういった防災イベントに関する経費ということで捉

えておりまして、その前にも台風等の部分で充てんがあればそういった

ものにも活用できるものと考えておりますし、それに限定したものでは

ないということでの防災イベントというところでの経費を計上させてい

ただいているところでございます。 

あとこの防災訓練につきまして、いろいろご提言をいただきました。

まさしく私もそのとおりだというふうに捉えております。まず防災訓練

につきましては、今年の内容につきまして、具体的なものにつきまして

は消防団等とさらなる協議が必要な部分がありますので、その内容によ

って中身はこれから検討をしていくというところであります。中には津

波訓練のものもありますし、台風に備えたかたちでの防災訓練と、あと

は山火事とかそういったものについての訓練ということも隔年で対応を

しながら現在は進めておるようなところでございまして、その中身につ

いてはまだこれから進めていくということであります。あと、そういっ

た津波に対する啓蒙活動というのは訓練だけではなく、日頃からこうい

ったことで注意喚起というものは進めていきたいと思いますし、今防災

情報アプリも活用しまして、防災での情報等も流しながら、皆様に気象

情報なりなんなり防災関係の情報も今後も流していきたいというふうに

考えておるところでございます。 

あと、対馬沖とか北側からの津波も想定されれば、短時間で普代村に

も津波が到達するというようなことも想定される訳ではございますけど

も、まず津波の場合はそういう警報等が出たらばまず避難ということが

最優先でございますので、水門・陸閘に守られているからそれで大丈夫

だということではないと思います。それがあったとしても想定外のこと

も当然あり得ますので、まずそういう警報が出たら避難するということ

が大前提だというふうに考えております。そういった意識を住民の方々

にも周知させるような取り組みも今後とも実行していきたいというふう

に考えるものであります。以上です。 

7番森田委員、よろしいですか。 

避難所のコロナ対策はどのようにするのか。 

川向総務課長。 

すみません、コロナ対策についてですけども、今年度におきましても

職員間でのコロナ対策での設営の対応ということで訓練をさせていただ

きました。まだ全体的な部分ではちょっと今年度それこそコロナ関係の

対応でできなかったんですけども、来年度以降におきましても防災訓練

だけではなく、職員間あるいは消防の婦人協力隊等との連携等の研修に

つきましても、防災訓練とはまた別な何らかのかたちで対応・研修を実

施していきたいというふうな考えをもっております。 
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7番森田委員。 

お昼の時間ですので、ちょっと短めに。防災訓練とは別なかたちでと

おっしゃいましたが、それはコロナ禍においては、災害の発生がコロナ

と合わさって起きた場合、対応が非常に難しいと思います。避難施設も

各地に点在する訳ですから、避難所にコロナに対する防疫ですか、その

対応をどのように考えていくか、その辺のお話しもお願いします。 

川向総務課長。 

今年度ですね、コロナに関する臨時交付金が交付されておりますので、

それを活用いたしまして、そういった仕切りとかそれぞれ避難した人た

ちをパーテーションで区切るとか、あと消毒資機材等もみんな準備して

おりますので、そういったものをどういうふうに活用・運用していくか

というところの訓練というところで、それぞれの皆さんの協力を得なが

ら運用していくというような研修を進めていきたいというようなことで

ございます。 

7番森田委員。 

もう 1つだけすみません、最後に。37ページ、12節の委託料のところ

華のまち・普代村創出事業これですね、300 本の河津桜が普代村に今植

えられているということですが、この管理はどのようにされているのか、

そしてこの 300 本がみんなすくすく健康に育っているか、その辺をお伺

いします。 

森田政策推進室長。 

河津桜の管理につきましては、村内全域は軽米の造園業者さんに年間

を通してお願いをしておりまして、年に何回か来てもらって育成状況を

見てもらっていると、ちょっと今育成が悪いのが、普代浜の北側ですか

ね、潮風が強いせいかちょっとそこがなっているということで植え替え

をしたらいいかなということで相談をしております。ほかは普通に管理

をしてもらって伸びているということでございます。以上です。 

7番森田委員。 

今おっしゃいましたように普代浜のキラウミのところの桜はもう生き

残れるのかなという瀕死の状態のような気がしていますが、やっぱりも

っと早い段階で 100 万円の委託料を、年間委託料ということで 300 本を

管理するのに年間 100万円というのは、高い委託料を払ってお願いして、

大切な桜ですから、そのくらい払ってもいいかと思うんですけども。や

っぱり普代浜のところもちゃんと管理してもらうようにもう少し管理状

況が悪かったら、委託料も下げるようなペナルティも考えて、潮風が強

かったらそれなりの対応をするとか、植え替えて別なところで大きく育

ててまた持ってくるとかそういう工夫もしてもらわないとただ植えて、

年間何回か見回っていますじゃ、それは条件のいいところで植えた桜は

年間 2、3回見て下草を刈ったくらい、あと何か肥料をやったくらいでい

いんでしょうけど、やっぱり管理委託料を払っているということはそう
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いう条件の下に植えた桜もちゃんと管理してもらうということの委託料

だと思うんです。やっぱりその辺をきちんとしていただきたいと思いま

す。以上です。どのようにするか答弁をお願いします。 

森田政策推進室長。 

分かりました。悪くなっているところも早めに報告してもらったりし

て対応をしたりして、桜が元気に育つように努力したいと思います。以

上です。 

よろしいですか。 

はい。 

そのほか、2款総務費について、ございますか。 

（なし） 

 なければ、2款総務費の質疑を終結いたします。 

 それでは、ここで昼食のため、午後 1時 10分まで休憩といたします。

よろしくお願いします。                 （12：08） 

休憩前に戻り、委員会を再開いたします。        （13：10） 

 それでは、3款民生費、4款衛生費、5款労働費を住民福祉課長ほか担

当課長より、順次説明願います。 

道下住民福祉課長。 

それでは、3款についてご説明を申し上げます。 

（以下、住民福祉課長説明、記載省略） 

菅野教育次長。 

4目子ども園費についてご説明いたします。 

（以下、教育次長説明、記載省略） 

道下住民福祉課長。 

5目児童福祉施設費についてご説明を申し上げます。 

（以下、住民福祉課長説明、記載省略） 

坂下医科・歯科診療所事務長。 

それでは続きまして、4 款 3 項 1 目患者輸送車管理費についてご説明

をいたします。 

（以下、医科・歯科診療所事務長説明、記載省略） 

山﨑農林商工課長。 

続きまして、5款労働費についてご説明をいたします。 

（以下、農林商工課長説明、記載省略） 

説明が終わりましたので、3款民生費の質疑を許します。 

どなたか、ございませんか。 

6番中上委員。 

6番中上です。ここに該当するのかどうかお聞きしたいんですけども、

1 月の新聞でですね、犯罪被害者等支援金というのが載ってまして、犯

罪被害者支援条例、確か太田名部の食堂でも犯罪がありましたけれども、

自治体で見舞金が出るような制度だというふうに新聞に出ておりまし
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た。普代村でもそういった条例があるものなのかどうか、ちょっとお聞

きします。 

それとこの項目であてはまるのかどうか分からないですけども、生活

保護についてですね、たぶん村では以前聞いたときに村で手続きをする

ものではないとかなんとか聞いたことがあるんですけども、その生活保

護のプロセスはどのようになっているのかということをお聞きしたいと

思います。2点。 

道下住民福祉課長。 

お答えをいたします。2 点、犯罪被害者支援制度、直接科目には内容

のものはないんですが、よろしいですかね。 

（「もし関係なかったらいいんだけども、関係あるのかどうかも教えて

いただければ」と中上委員） 

直接、3 款 4 款ということではないんですが、住民福祉課所管分とし

ましては、岩手被害者・消費生活の関係の契約トラブルというのはこち

らの方で所管する分ではありますが、委員ご質問のこの制度につきまし

ては、本体というか、国でやっている制度に各自治体がですね、見舞金

であるとか、ご本人あるいはご家族の支援を目的にしてサポートする制

度ということで理解はしてございます。県内においては、そういった制

度を整備している市町村はないようでございますが、そういった回答で

よろしかったでしょうか。 

あと、生活保護のプロセスですが、これは市の保健事務所であったり、

普代村の関係であれば、県の方で認定を行う訳ですけれども、そのプロ

セスにおいては、当然市町村がですね、対象者となる方の調査について

は市町村も一緒にですね、そこは調査を進めるというような、市町村の

対応とすればなります。直接認定に携わるというような立場にはないと

いうことでございます。ご質問に対する回答になったかはあれですけど

も、以上になります。 

6番中上委員。 

県内には犯罪被害者支援条例を設定しているところはいないというこ

とでしたけれども、これは全国でも少ないみたいですけども、こうやっ

て道路が整備されれば、人だけじゃなくて犯罪も一緒に乗ってくるとい

うのは定説ですのでね、そういった意味では、こういった犯罪に巻き込

まれたりしたときのような救援策というのもあってもいいんじゃないの

かなという意味で質問をさせていただきましたけれども、今後そういう

可能性というか検討の余地があるのであれば、ないよりはあった方がい

いのかなというふうに思っております。 

あと、生活保護のプロセスについては、市町村も一緒に認定に関わる

調査には関わっていくということで、市町村が一切加わらないのかなと

いうふうに思っておりましたけれども、やはり当村の事情を知っている

のは一番市町村の方なので、その参考もなく県が勝手にどうのこうのっ
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道下住民福

てできるのかなというのがずっと疑問に思ってましたので聞かせていた

だきましたけども。ただこの生活保護が、これも参考までに知らないの

で聞くんだけれども、生活保護を受けるべき人がこの人であるよという

きっかけはどんなかたちであるのかどうかをお伺いします。 

道下住民福祉課長。 

お答えをいたします。きっかけとなるのはやっぱり県ではなくて市町

村が直接そういった生活の困窮であったりですね、そういったものを調

べるというかご相談をいただいた中で、どこにつなげるかということで

サポートをさせていただいております。ですので、きっかけは市町村が

その対象者に寄り添ってですね、今後の自立した生活を促すという観点

と、真にその保護が必要な世帯かどうかというところをですね、対象者

と相談をしながら、そして県の方にその調査内容を県と一緒に調べてい

くと、必要であれば申請に基づきですね、調査の結果必要と認められれ

ばそれが保護措置につながるということでございます。 

6番中上委員。 

分かりました。自分の言うきっかけというのは最初に誰が見つけると

いうか、本人が相談に来る場合もあるんでしょうけども、この人に必要

だなという最初の取っ掛かりですね、そういった役割の人もいるんだろ

うなとは思うんだけども。この間の国会でも菅総理が生活保護があるじ

ゃないかというような発言をしていろいろ問題になりましたけれども、

現場ではいろいろとハードルが高いという話しをよく聞きますので、普

代村ではどのような印象というか認識があるのかなと、満遍なく必要で

ある人に必要な方にちゃんと給付がなっているのか、それともどっちか

というと締め付けるというか振るい落とすための方に力が入ってはいや

しないかとか、そういった認識はどんなもんなのかなというのをちょっ

とお聞きしたいと思います。というのは、生活保護の補足率というのが

あるみたいで、日本が 22％くらいだそうです。ドイツとフランスだった

かが 82％とか 89％とかほとんど補足していると、ということは補足って

いうことは生活保護を必要としている人の 8 割 9 割は、ちゃんと給付し

ているよと、それが日本の場合はほとんど補足されていないよというよ

うなデータもあるんで、普代村の場合はどのような認識で担当課では見

ているのかなという思いもあります。生活保護を不正にもらっている人

もいるというような話しも耳にしたりするんですけれども、それを防ぐ

ために本来もらうべき人に行き渡らない可能性もある、ハードルが高い

と。一番のハードルは、身内に連絡をすることによって、あなたが面倒

を見れないかということによって、そういったことをされるので、身内

にばれるのが怖いので、我慢している状況もあるというようにも聞いた

ことがあるので、そこら辺の認識をお願いします。 

道下住民福祉課長。 

補足率というようなお話し、あときっかけについて説明の不足があっ
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たかと思います。それについての説明をさせていただきたいと思います。

きっかけにつきましては、ご本人が直接窓口に来てというケースもあろ

うかと思いますが、それ以外にも保健事業であったりですね、包括支援

のそういった取り組みの中で確知するというようなケースもございま

す。さまざまなケースがあると思います。各担当そういったアンテナを

持ちながらですね、村民の皆様の生活困窮等を調査というか、肌で感じ

ているというところでご相談をというところだと思います。 

あと、締め付けという制度上さまざまな生活保護の措置につなげるま

での厳しい審査、要は扶養照会というようなことを嫌がるという方もい

らっしゃるかと思いますが、その辺につきましては、国の方でも緩和を

してですね、今後弾力的な運用を図っていくというようなことだと思い

ます。村におきましては、2,500～2,600人の人口規模の村であります。

どなたがどういう生活をというのも感じられるような村でございますの

で、できるだけ真に必要な方については、そういった措置につなげるよ

うに取り組んでいるところでございます。最終的なセーフティーネット

ではありますけども、必要な方には必要な支援をという思いでございま

す。 

6番中上委員。 

しっかりと細かいところまで考えているなという答弁で非常に安心し

ましたけれども、このコロナの中でそういった方も普段よりは増えてい

るのではないかという心配と、あとはこういう困窮しているというのを

人には知られたくない、表に出したくないという心理というのは誰にも

あるものだと思うんですよね。そういったところになるべく支援をでき

る状況を作っていくというのが行政の仕事でもあるし、村民を助けると

いう意味でも必要なことだなと思いますので、特にもこれからコロナの

影響で経済状況は今年はさらに厳しくなるんだろうなというふうに思い

ますので、そういったところを保健センター等々とも手を組みながら、

しっかりとフォローをしていっていただきたいなというふうに思いま

す。以上終わります。 

3款民生費、ほかに、ございませんか。 

9番野場委員。 

9番野場です。4点ばかしお願いしたいんですが、48ページの 12節包

括支援事業委託料、これは人件費分かどうか教えていただきたい。 

それから、50ページの児童手当のとこなんですけど、扶助費なんです

けれども、特児は普代村はどの程度あるのか。特別児童扶養手当。 

あと、それと 52 ページの児童福祉施設措置費の 12 節委託料で保育所

入所措置委託料、これは何名分か。 

あともう 1つ、その下の負担金。子育てのための施設等利用給付事業、

これはちょっとどういうものか教えていただきたい。以上です。 

道下住民福祉課長。 
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正路委員 

お答えいたします。4点のご質問、まず 48ページでございますが、包

括的支援事業委託料の内容ということで…。 

（「内容じゃなくて、人件費か」と野場委員） 

人件費もございます。その事業にかかるそういった事務的な経費等も

含まっているものでございます。 

 （「人件費は、何名分」と野場委員） 

 人件費は 2名分となります。失礼しました。 

 次に、50ページの 2目の児童措置費でしょうか、特別児童扶養手当の、

こちらにつきましては、細かい数字は今承知していませんが、20名ほど

だったと思います。 

 次が 52ページのお尋ねでした児童福祉施設費、委託料ですね、保育所

入所措置費、こちらは広域入所に係る委託料になりまして、4 名分を計

上させていただいております。 

 その下の 18節ですね、子育てのための施設等利用給付事業、こちらは、

3 年度の 4 月から運営を開始予定となっております、認可外保育園ので

すね、保育料無償化に係る給付事業となるものでございます。保育料を、

ご本人の負担を超える分も含めた保育料給付となるものでございます。 

すみません、特別児童扶養手当の対象者につきましては、正式なもの

を改めてご報告をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

（「あとで聞きに行きます。いいです」と野場委員） 

9番野場委員。 

そうすると、この児童福祉費の子育てのための施設等利用、これは茂

市に出る分ということでいいんですね。それだけでいいです。終わりま

す。 

ほかに、3款民生費、ございませんか。 

8番正路委員。 

8 番正路です。昨日から同じような質問の繰り返しにはなりますけど

も、どうしても古沼委員が言え言えというもので、少し言わせていただ

きます。50ページの育児祝金またはその下の子ども・子育て会議ですか、

生まれるお子さんは昨日聞いたとおり 8 人であるというようなことで

す。そういったものは子ども・子育て会議でも会議の内容として扱われ

て、どういう要因だとかそういったのまで話し合われているものなのか、

またそこでなければ担当課としてその要因等の分析等はなされるのか、

単純に子育て世代が少ないから減りましたということでなく、もう少し

突っ込んだ話し合い等が行われているのか、お聞きいたします。それと、

委員長さんにお願いがあるんですが、先ほど言い忘れたことがありまし

て、若干 2款に戻るようなことにはなりますが、よろしいでしょうか。 

どうぞ。 

まず、今の部分ではありますが、どうしても結婚している夫婦がいな
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いことにはまず要因として子どもは生まれないというようなことで、先

ほどの政策の室長はいないみたいですけども、そこに若干戻らせていた

だきたいのですが、できればもし生まれるお子さんが少ない、もう少し

村として背中を押してあげることができるのであれば、新たに結婚支援

金のようなものを新たに導入してはいかがか、またはそれに代わるよう

な支援金がもしあるのであればお聞きしたいなと思いました。今の質問

は回答だけで結構ですけども。そういうところで、住民福祉課長の方か

らは、先の質問だけお願いいたします。 

道下住民福祉課長。 

お答えをいたします。こちらの方の質問につきましては、子ども子育

て会議で出生数等の話し合いであったり減少の要因など話し合われてい

るかというようなご質問だったと思います。大変申し訳ございません。

私今年度ということでやっと 1 年にはなりますけども、この会議にまだ

出た経験というのがございませんので、具体的にどのような話しが話し

合われたか、その復命等勉強不足でこの場でお答えすることかないませ

ん。申し訳ございませんが調べて後ほどご報告をさせていただきたいと

思います。 

森田政策推進室長。 

支援金等は特に現段階では考えておりませんで、ただ子供さんが生ま

れた方には、河津桜を贈呈するとかそういうふうなことは実施しており

ます。以上です。 

8番正路委員。 

子ども・子育て会議は、またあとでどのようなことがあったのか伺え

られればけっこうですけども、その中でもう一つ、担当課内でそういっ

た分析等がなされているのかっていうようなことをお聞きした訳ですけ

ども、話し合われているかいないかだけでも、どうしたら子どもが多く

生まれる体制を整えられるのかという中身に関してお聞きしたかった訳

ですけども。 

それと今、政策の方の室長は、何もないというようなことで、新たに

できれば結婚支援金なるようなものでも創設してどこかで予算の中に組

み入れていただければありがたい訳ですけども、やらないというのであ

ればそれはしょうがないとは思いますが、あれば一つでも背中を押して

あげることができるのではないかなと感じましたので 2 款の中に戻らせ

ていただきましたけども。先ほどの課内での対応はどのようにしている

かということと今の質問に対して答弁をよろしくお願いします。 

道下住民福祉課長。 

お答えをいたします。具体的に子どもの出生数の減少につきまして、

課内での分析等の話し合いというようなことは行ってはおりませんが、

27年度に策定となりました、総合戦略の中では、策定の作業で若手の職

員も含めて、そういうワークショップ等を開いて、その出生を増やす取
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り組み、あるいは結婚もそうですが、移住定住を伸ばすというような各

取り組みをですね、研究した経緯もございます。その成果というか、あ

れですけども、27 年か 28 年、総合戦略の第 1 期の期間中にですね、育

児祝金の増額を図っているものというふうに思っております。しかし、

増額によりですね、それが数字として効果が、数字として表れているか

となるとやはりそこは今後分析をして、また出生数を増やす取り組みな

のか、また移住定住を増やす取り組みなのかそういった施策の方への反

映というものが必要になってくるであろうというふうに考えておりま

す。 

森田政策推進室長。 

全国の例を見ますと、結婚支援金等やっている自治体もあるようでご

ざいますので、今後の検討とさせていただきたいと思います。以上です。 

8番正路委員。 

8 番です。いずれにしても今お聞きした両室長・課長の部分は将来的

にというか、今もそうな訳ですけども、とにかく村の根幹を揺るがして

いるような事態になりつつある、あと何年かすればじわじわとダメージ

は出てくるものだと感じておりますので、ぜひそこら辺はこっちの課は

こうだ、こっちの課はこうだということでなく庁内全員の気持ちを一つ

にした中で、やっぱり取り組んでいっていただきたいなというふうに思

っておりますので、これからの対応をよろしくお願いいたしまして、終

わります。 

ほかに、3款民生費について、ございませんか。 

5番古沼委員。 

5 番古沼です。8 番正路先生にぜひ言えと言われたので言いますけど

も。52ページの、さっき野場先生が言った子育てのための施設等利用給

付事業ですけども、これは「つちのこ(学園)」の人たちが来てそこで保

育をやると。そのための例えば子供がいっぱい増えて、例えば車が危な

いとか、そういうためにもこのお金を利用をするんですか。例えば、そ

こら辺に安全対策とか何か、こちゃこちゃいて、横断歩道も作らないと

ならないんじゃないかとか、そういうことには使わない、ただ施設だけ

を利用してもらうためのお金ということですか。 

道下住民福祉課長。 

お答えをいたします。52ページの子育てのための施設等利用給付事業

の給付の中身というかのお尋ねだと思います。この事業につきましては、

保育料の無料化にかかる事業になりますので、そういった環境を整える

とか安全対策というような、事業に対応するようなものではございませ

んので、他に、それにつきましては、入所される方、保護者、そして運

営者、地域の方等との話し合いの中でそういった環境整備というのは、

行われるものだというふうに考えて、必要に応じて行うものだというふ

うに思っております。今回計上させていただいたのは、保育料無償化に



 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

古沼委員 

委 員 長 

道下住民福

祉課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

古沼委員 

委 員 長 

 

委 員 長 

 

 

大上浩史委

員 

 

 

 

委 員 長 

道下住民福

祉課長 

 

 

 

 

 

 

要する給付分となります。 

5番古沼委員。 

これは何名くらいのお子さんがくるのか、まだ分からないのか。 

道下住民福祉課長。 

お答えをいたします。人数のお話しをいただきました。予算につきま

しては 5 名分見させていただいております。5 名分ですね。その内訳に

つきましては、施設利用費として上限額が 3 万 7 千円という設定がござ

います。3 万 7,000 円×12 月×5 人分、これはあくまで予算の想定した

数字となりますが、222万円ですね、これについての 2分の 1が国、4分

の 1が県から財源として入るものでございます。残りは自治体というか、

村の負担となります。そのほか、認可外の保育施設等利用費補助金とい

うことで、これは村単分を整えることになります。これは村単分は先ほ

どの 3 万 7,000 円が上限の設定額になります。それを超えた分について

は所在の市町村の村単事業による補助ということになりますので、利用

者の負担を無償化するということで考えておりました。あと予算的には

5名ということでありますが、直接行って見た訳ではないんですけども、

先月末に体験会を実施しておられるようです。親子の方 30名程が集まっ

たようでございます。今週末ですかね、にも 2 回目の体験会を開催する

予定となっているようでございます。以上でございます。 

5番古沼委員。 

 ありがとうございます。以上で質問を終わります。 

そのほかに、3款民生費、ございませんか。 

（なし） 

なければ、3款民生費の質疑を終結いたします。 

次に、4款衛生費の質疑を許します。 

 3番大上委員。 

 3番大上です。54ページの報償費の関係の保健推進員報償費 42万円と

いうことがありますが、これは何人でどういうふうな活動を、1 年に何

回くらいどのような活動費を保健推進員というのは。そこら辺を若干詳

しく。そのための報償費 42万円なのかどうか。そこら辺をちょっと教え

てもらえませんか。 

 道下住民福祉課長。 

 保健推進員につきましては、各地区に配置というかお願いをしており

まして、全部で 28名をお願いをしております。2年度におきましては、

コロナの関係もあってですね、あまり個別訪問ということは致しており

ませんが、主な業務といたしますと、特定健診等においてですね、いろ

いろご協力をいただいて、各地区の推進員さんに書類であったり、問診

票というんですかね、そういったもののお届け、各戸にお届けをして、

それを回収をしてというような業務。また各研修会等にもご参加もいた

だきながらですね、その保健事業、推進員さんとともに事業を行うとい
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う内容になってございます。 

 （「単価は、28名だから 1万円くらいの単価か」と大上浩史委員） 

 失礼しました。単価につきましては年額で 1万 5,000円となります。 

 3番大上委員。 

 この内容については分かりましたが、いつか広報か何かで見たことが

あるんですが、政策室長からお伺いしますが、3 年度もアドバイザーと

いうか、盛岡の女の人だ訳ですが、そういうアドバイザーを食品関係・

料理関係だったと思うんですが、その関係が推進員を対象にしたよく食

品の改善とか何とかをいつか見たことがあったような気がするので、人

を集めるには大変な訳ですが、そういう保健と食育とは関係がある訳で

すが、そういう意味で本年度も 3 年度もアドバイザーとしてそういう人

をまた頼んで、食の推進を図るのかどうか、この 4 款で聞いてもいいの

か、別の款で聞けということなのか、そこら辺をもし教えるによかった

ら教えてもらいたいです。 

 森田政策推進室長。 

 アドバイザーの関係でございますので、2 款まち・ひと・しごと創生

費の 12節委託料の方でとっておりまして、商品開発とかそういう普代の

食を使った魅力アップ事業とかそういうので、3 款の方でお願いしてご

ざいます。企画費の 32 ページの、12 節委託料に観光大使及び普代村地

域づくりアドバイザー活用事業ということで 100 万円計上しておりま

す。以上です。 

 3番大上委員。 

 私は、別な款でアドバイザーとかうんぬんかんぬんと言った経緯もあ

るけども、私は非常に役場的に昨年やったから、一昨年やったから今年

もそういう枠を取るんだというふうな傾向が見られて実績が上がってい

ないんですよね。かつてのアドバイザーも何年も続けて小野寺惠さんで

すか、メグミプランニングだか分からないけども、そういうアドバイザ

ーを例年ずっとやっている訳ですけども、全然実績が上がらないんです

よ。かつて 1、2年前にも、(たこ)とんびの缶詰だとかおでんだとかそう

いった食品開発。食品開発というのは 10に 1回とか 100に 1回とかとい

う成功率の関係もあるけども、例年実績が上がらないものを毎年同じ人

に 50、100 万円のアドバイザー料を払って、結局そういう決め方をすれ

ば何かかにかやらないとならない、何かかにか先ほど言った推進員を集

めて食事会をやったとか、また商店街の奥様連中を呼んでそういう食品

開発もやったり。だがしかし、その成果が一つも現れていないんですよ。

むしろ個人の上神田さんがよくテレビ等で宣伝をしている、ああいうふ

うな民間の人は成功をしているような感じがするけども、実際に金をか

けた内容で結果として成績が上がらない訳ですよ。だから 1 年は休むと

か、次の人は別な人にアドバイスを変わった人にやってもらうとか、や

はり実績を評価して、そういうアドバイザーとか何とかというのは考え
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るべきでないですか。どう思いますか。 

 森田政策推進室長。 

 小野寺先生につきましては、今年度もお願いしている訳でございます

けども、上神田さんの浜潮だしを使った昆布ラーメンの開発に取り組ん

だり、あとは販路拡大ということで、ＩＧＲさんとか 2 社くらい入れて

もらってます。すき昆布とかそういうものを。あとはそういう営業活動

もしていただいております。あとは、自分がやっているラジオ番組でも

普代のコンブの宣伝をしておりますし、そういう活動をしていただいて

いるということで今年度もお願いをしたということでございます。 

 3番大上委員。 

 あれもやってもらいました、これもやってもらいましたという理屈は

分かる訳だけども、私が言う実績が上がっていますかと、そういう意味

で実績が上がった経緯がありますかということを私論点にしているんで

すよ。いつ、たこの頭を缶詰にした状態で、おそらく 10 個売れたか 30

個売れたかは分からないけども、そういった経緯、また矢巾との提携の

おでんをやったけども、ごく一部の状態のものをやって、それが何年続

いたか、実績が何ぼう上がったかという、やはり年を越した結果責任と

いうか、実績を踏まえながらやはり今後は考えるべきだと思うんです。

まず、私の文句ではないけども、あくまでも実績を考えてたまには 1 年

休むとか、たまにはいずれ別なそういった栄養士さんだか、専門家の有

名な方をお願いするとか、もう少しやはり変わった制度で変わった実績

を上げるためにどうするのかというのを十分考えてやってもらいたいと

思います。以上その分については終わります。 

それからもう 1 つ、この 4 款の中に、病院の患者輸送車の関係で私は

前の事務長に一患者一村民として提言したことがあるんですが、その提

言内容を今の事務長に引き継いで、そういった面でそれこそ考えたこと

があるのか、やろうとしているのか、そこら辺は今の事務長にお伺いし

ますが、そういった意味では何か引き継ぎはありましたか。 

 坂下医科・歯科診療所事務長。 

 患者バスのルート等のあれでしょうか。細かく入ってというようなお

話しだったでしょうか。ちょっと前にも、監査の際にも委員さんからそ

ういうお話しをされた記憶はございますが。 

（「引き継ぎは受けていない訳だ」と大上浩史委員） 

引継ぎというか、きめ細かくというかもっと臨機応変にといいますか、

そういったかたちで運行ができないのかという話しをされているという

話しは聞いております。そのことであれば、多少はですね、すみません

私も細かく運転手さん等からも聞いていないんですが、帰りに院外薬局

をしている人であれば、当然薬屋さんに寄って、先に行っている方であ

ればそこから乗せていくとか、あるいはついでに買い物をしていくので、

名前を出してはあれですが、越戸さんに行くから越戸さんから乗せてく
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れとか、そういう方もやっぱり中にはおります。そういう部分について

は対応をしているというふうには聞いてはおります。あとルートが決ま

っているとは思いますが、細かく家の方まで入っているのかということ

までについてはちょっと私も承知はしておりませんが、できる限りの患

者さんの要望には応えるようにはということで対応はしていただいてい

るというふうには聞いております。 

 3番大上委員。 

私の言っている分についての検討は、なされていないというふうに私

認識する訳ですが、私が前の事務長にお伺いしたのは、患者の診察の時

間帯、せっかく患者輸送バスがあるんだから、それを利用した 1 週間を

単位にした診察内容について、もう少し患者に対して便宜を与えるよう

な内容で先生と相談をしながら、患者輸送車が有効に取り扱う方法は事

務長ないだろうかと、検討してもらえないかということを私は前の事務

長にお願いした経緯があります。というのは、午前中は満杯で、午後か

らは暇だというような時間帯もあるだろうし、それから、せっかく患者

輸送車が、村民バスが満員であれば仕方がないけども、来るときはほか

のバスで来て、帰りは患者輸送車で帰るとか、どうしてもそういった患

者輸送車がありながら、それを利用できない患者もいるんじゃないです

かというようなことで総合的にそういったことを事務的に研究をして、

円満に患者輸送車が円滑に回れるように、患者が不便を被らない程度に、

特に雨が降った日なんかの老人は大変苦労しているんです。そういう実

態を私もしょっちゅう病院に診察しているものだから、できたら私「ボ

ランティアでそういった患者輸送の関係を何人かでも個人的にやりたい

が、事務長どうなんですか」、「いやそんなのはタクシーもあります、バ

スもあります、個人のボランティアは全然引き受けることができません」

というようなかつての例も具体的に言えばあったんですよ。 

だからそういう個人的なボランティアは別として、もう少し患者輸送

車のバスを有効に利用するような内容を第一に、先生の了解・先生の考

え方をまず聞いてからそれから事務的に取り扱わなければならない一番

の内容だから、そこら辺を研究してくれませんかというのを山﨑事務長

に私は 2 回ほど会って提言した経緯があるんです。だから当然山﨑さん

は今の事務長にそこら辺を引き継いで、何とか病院の患者の体制を今よ

りは何ぼうかでもよく老人のために、ほとんどは、7 割 8 割は老人な訳

ですよ。車がない訳ですよ。だからそういうのに便宜を与えるような方

法は何ぼうでもやりようによってはあるんじゃないですかと思うんで

す。だからそこら辺を研究してくれたのかなという思いで今質問してい

る訳です。 

 坂下医科・歯科診療所事務長。 

 すみません、先ほど私話しもれましたが、そういう今確かに大上委員

さんから言われたことは前の事務長から言われたことをすみません、ち
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ょっと今思い出しておりますが。その時に検討したのが、医科の方では

予約制ということではなくて来た順番にといいますか、でやっておりま

す。そういった予約制にもできないのかという確かお話しも前にもいた

だいたような記憶をしておりますが、そこについての検討もした訳です

が、まだそこまで医科の方については至っていないということでござい

まして。バスの運行につきましても先ほどお話しがあったように、朝は

混乗でといいますか、スクールバス等で来ておりまして、帰りだけが患

者バスということでバスを運行をさせていただいてます。来年度・3 年

度もこの形態で進めることで予定しておりますけども、すみません遅れ

ておりますが、また今後検討をさせていただいてですね、いずれ患者さ

んの不便が少しでも解消されるように検討してまいりたいと思います。 

 3番大上浩史委員。 

 もう一言、くだらないことを言うけども、普代の地元の人間は 8 時に

行って、8 時に誰かかれか当番がいて、受付簿に受付する訳ですよ。そ

うすれば、5 番でも 10 番でも、9 時からそれを優先にまず受付があるか

ら診られるんですよ。そうすれば、患者輸送車でせっかく 8 時半に着い

てもその地元の 10人 15人がいなければせっかく患者輸送車で来た人は、

18番になる訳ですよ。そうすると半日かかるんですよね。だからそうい

うことも、月曜日の日にせっかく黒崎・太田名部が患者輸送車が来るな

らば、普代の方は午後 1 時から見てくださいねと、月曜日には。という

ようなやはり部落的なそれこそ考え方もやればそれこそ半日かからなく

ても 3時間 2時間でも見られる訳です。どうしても普代の地元の人間は、

見られれば、早いとこ 8 時に行って、8 時半までには受付をやる有利な

条件になっているんですよね、また堀内の人がそれこそ 7 時半に来て 8

時に受付をして、車で来る人はですね、10何番で受付ができる訳ですよ。

そういうことでなくして、やはり部落的な時間帯も設定したりして、皆

さんが平等に診られるような方法もあるんじゃないですか、ということ

もあえて私はかつての山﨑事務長に話した経緯があるので、やりように

よっては、すごくそういった円滑な状態が、緊急患者はさておいてもで

すね、そういうのができるんですよね。それをただ何年もマンネリ化し

て、ただ受付は地元の人間は 8 時に受付けてしまう、ほかの人は患者輸

送車でやりますというようなことがあるからそういうのを研究し、先生

の許可を得てやるとか、予約を何時何分に何月何日には。柾屋先生がそ

れこそ久慈から来るときは糖尿病関係のあれだから、柾屋先生の糖尿病

の水曜日の日はちゃんと来週・再来週、1 カ月後の水曜日には何時何分

で見てやりますよって、ちゃんと立派な予約が水曜日にはあるんですよ。

ただ一般の場合にはそういうふうなちょこっとした考え方をやらないか

ら、太田名部の人が黒崎の人が午前中もかかっている訳です。久慈に行

ったのと同じことになるんですよ。だからそうでなく、やっぱりやり方

によってはそういうふうなことができるでしょうと。そういう思いがあ
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って話しましたので、ぜひとも研究というか、考え方を改めてやっても

らいたいと思います。参考のために前事務長がいるので、経験からいっ

て、どういう思いだか、もし思いがあったらお願いします。 

 山﨑農林商工課長。 

 お答えをさせていただきます。何度か患者バスの方ではなくても時間

に来ても受付で 20 人とか何人とか絶対その日に薬をほしい方がいて、2

時間 3時間とか大上議員さんも 2、3時間待たれたことも確かにございま

す。そういった経験からもうちょっと改善をということで前の柾屋先生

ともご相談を申し上げて解決には予約制にするしかないのかなというと

こまではいったんですが、ただそれを導入するところまでは、なかなか

結果的にはＰＲとか実際に患者さんの利用がスムーズにいくのか、そこ

ら辺がまだ十分に話し合い等ができていない状況だったので、大変申し

訳なく思っております。どれが平等かあれですけども、普代に予約制が、

確かに柾屋先生の糖尿病外来の水曜日の部分は、毎日 20 人くらいです

か、予約で営業しているのは知っておりますけども、それを平日までや

って運営がというか、スムーズに進むかというのがそこまで十分に検討

できておりせんでした。大変申し訳ありません。という思いです。 

3番大上浩史委員。 

 最後にちょこっとだけ言いますが、できるかできないかの疑いの目で

話されたからあえてまた言わせてもらうけども。やりようによって普代

の地元の人間が有利優先でなく、堀内の人間も、黒崎の人間も、沢の人

間も普代の元村の人間もやっぱり公平に診てもらわなければならないと

思うんですよ。そういう意味は、現状のままであれば、普代の先ほども

何回も言うけども、地元の普代の元村の人間は、優先順位が一番だ訳で

すよ。ということは 8 時から受付をさせてもらっているから、1 番から

20番までは地元の人間が優先的に 8時に行って、本来は 9時から診察で

すから、8 時半に行けばいい訳ですよ、受付はね。だけど、8 時 10 分に

はもう 20 人、地元の人間が 20 人診てもらう人が行っている訳です。だ

からそこを周期的に地元の人間も、月曜日には地元の人間ですよ、火曜

日には堀内の日ですよ、せっかく患者輸送車が運行しているものだから、

当然堀内は水曜日、黒崎は月曜日とかって、それはやっている訳ですけ

ども、それが地元に絡んでいるものだからそういった順番ができていな

いと、そういう順番性をうまい具合にそれこそやれば、堀内の人も地元

の人も有効に 1 時間なら 1 時間で待って診察ができる訳ですよ。だから

そこを私は本当は地元の人間で、地元が不利のようなことは言いたくは

ないけども、やはり議員とすれば堀内の人間も萩牛の人間も公平に村の

診療所だから、公平に取り扱ってくれなければならないという観点から

もう少し研究してくれということをお願いしていますので、ぜひともそ

のようにお願いします。 

 3番大上委員よろしいですか。 
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大村建設水

（「はい」と大上浩史委員） 

ここで、ちょこっと先ほどの 3 款民生費の 9 番野場委員の質問の件を

道下住民福祉課長から答弁願います。 

すみません、貴重なお時間をいただきまして。先ほどご質問のありま

した、特別児童扶養手当の関係でその対象者というようなご質問でよろ

しかったでしょうか。すみません、勘違いをしまして、特別の付かない

児童扶養手当とですね、私勘違いしまして、20名ほどとお話しをさせて

いただきましたが、特別児童扶養手当の関係でありますと、8 名が対象

になります。すみません、貴重な時間をいただきありがとうございます。 

4款衛生費に戻ります。 

どなたか質問ありませんか。 

 6番中上議員。 

 1 つだけ確認というか、コロナワクチンの接種ですけれども、これに

はない訳ですけども、出稼ぎの人はどのような対応でやるんでしょうか。 

 道下住民福祉課長。 

 出稼ぎであったり、単身赴任ですね、あとは学生で遠くで学業に励ん

でいる方などについてはその所在地で接種は可能でございます。その所

在する市町村で申請を行いまして、届出済証というような手続きを発行

するものがありますので、それを持って指定の接種会場、個別なのか集

団なのか、そちらの方で接種をいただくというような流れになります。

本村につきましても、その辺のですね、手続き等につきましては、体制

確保を進める中で住民の皆様にもお知らせをしたいというふうに思って

おります。 

 （「分かりました」と中上委員） 

そのほか、4款衛生費、ございませんか。 

（なし） 

なければ、4款衛生費の質疑を終結いたします。 

次に、5款労働費の質疑を許します。 

 ございませんか。 

 （なし） 

 なければ、5款労働費の質疑を終結いたします。 

 ここで、(午後)2時 45分まで暫時休憩いたします。    （14：30） 

 休憩前に戻り、委員会を再開いたします。        （14：45） 

 次に、6款農林水産業費、7款商工費をそれぞれ担当課長より説明願い

ます。 

 山﨑農林商工課長。 

それでは、6款農林水産業費の説明をさせていただきます。 

（以下、農林商工課長説明、記載省略） 

大村建設水産課長。 

それでは、5目農地開発事業ダム管理費についてご説明をいたします。 
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委 員 長 

大村建設水

（以下、建設水産課長説明、記載省略） 

山﨑農林商工課長。 

続きまして、2項林業費の説明をさせていただきます。 

（以下、農林商工課長説明、記載省略） 

大村建設水産課長。 

次に、3項水産業費の説明をさせていただきます。 

（以下、建設水産課長説明、記載省略） 

山﨑農林商工課長。 

続きまして、7款商工費について説明をさせていただきます。 

（以下、農林商工課長説明、記載省略） 

 説明が終わりましたので、6款農林水産業費の質疑を許します。 

 1番嵯峨委員。 

 62 ページ、6 款 1 項 6 目水力発電事業管理費ですが、普代ダムの小水

力発電ができてから 4、5年くらいになりますか。たぶんそのくらいにな

るかとは思いますが、当初の話しでは売電収入を積み立てて、10 年で

1,000万円くらいかかるから、100万円くらいずつ積み立てていってそれ

で 10年後に修理代に充てるという確か前の課長の説明だったんですが、

ということは全く村にとって現在は収益がないのか、いくらか 100 万円

積み立てたほかに村にいくらかでも利益があるのか、もし利益があれば

今までの 4、5年の間でどのくらいの利益があったのかなかったのか、ま

ったく積み立て分の 100 万円で終わりだったのか、ちょっとそこらの辺

を教えてください。 

大村建設水産課長。 

 小水力発電の売電収入でございますが、平成 29年の実績で 613万 8,000

円、令和元年度が 657 万 3,000 円、2 年度見込みになりますが、569 万

5,000 円ということでだいたい 700 万円前後の売電収入がございます。

積立に対しては 100 万円ずつ積み立てておりますが、それ以外の余剰と

いいますか、発電売電収入につきましてはダムの管理費であり、小水力

発電の管理費の方に充当をして経費がかからないようにダム管理費の方

に充当をしております。残った 100 万円を積み立てて次の更新に充てる

ということになっておりまして、3 年度につきましては、ダム管理費の

経費が下がっておりましたので、その分を多く積立金が 194 万円となっ

ているものでございます。 

 1番嵯峨委員。 

 そうすれば、結局積み立てのほかにかかった経費は、村の収入にはな

らないにしろ、経費を引いて 190万円積み立てたということは 90万円が

村の収入になったという理解でよろしいんでしょうか。まったく経費に

いくのか。そこら辺をお願いします。 

 大村建設水産課長。 

 ダムの発電売電収入は 600 万、700 万円前後を一旦全部村の収入に入
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れまして、積立金は例年であれば 100 万円を積立をする、3 年度は 190

万円ちょっと積立をすると、残り分はダムの維持管理にかかる経費の財

源として充てているということです。村の収入としては 700 万円前後毎

年入ってきているということでございます。 

 1番嵯峨委員。 

 私の聞き方が悪かったのか、収入があって積立経費があって、ここが

村の純粋なる利益というか儲け、ここを聞きたいんです。今までどのく

らい水力発電をやることによって、当然かかる経費はかかる訳ですよね、

毎年。1 回積み立ててそれに向けるとかということは、ＡからＢを引い

てＣが全くの村の電気を売ったのの利益、ここを聞きたいんですが。 

大村建設水産課長。 

 説明が不十分で申し訳ございません。まず売電収入から、ダムの管理

にかかった経費を差っ引いたものを、純粋に儲けといいますか、それの

分の残りを毎年 100 万円ずつ積み立てて、今 4 年積み立てておりますの

で、400万円ほどの積立金になっていると、2年度で 400万円の積み立て

になる予定でございます。その分が、純粋にかかった経費を引いた分の

儲けといいますかプラス分というかたちになります。 

 1番嵯峨委員。 

 しつこく聞いても、最後にしますが。結局そうなれば積み立てていっ

たのが 10 年くらいで消耗で取り換えないとならないということであれ

ばそれを全部そっちに向ければゼロになりますよね。そうしたら発電所

自体は純粋に何か村に対しての利益はないということですか。というこ

とは結局かかる経費は業者に払うようなかっこうになりますよね。人件

費とかはかかる、そして積立分は最終的に業者にいきますよね。機械を

取り換えたとか何とかといえば、私が聞きたいのは、もしかしたらその

差額が出て、積み立てたほかにいくらかでも村に収入があるのか、そこ

を聞きたかったんですが。ないということであれば水力発電自体はプラ

マイゼロということかなと思って。そこを聞きたかったんですよ。 

 大村建設水産課長。 

 水力発電が出る前はダム管理費につきましては、あくまで単独費で、

持ち出しで払っておりましたので、500、600万円くらいになりますか、

それを水力発電の売電収入で充てているので、実質はその分がプラスに

なっていると考えていただければ。 

 （「分かりました」と嵯峨委員） 

 そのほか、6款農林水産業費、さございませんか。 

 3番大上委員。 

6 款の関係で内容的な問題ではなく、村長に直言・進言、考えてもら

いたい一考にしてもらいたいという意味で 2 件ほど話しをしたい訳です

が、1 件は 6 款に関して令和 3 年の関係ではないですが、令和 4 年に魚

市場を建設する、設計する予定ということで、先般、設計屋にお願いし
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てある程度の設計内容の分がわれわれにも配った経緯がございますが、

私は設計に関してはやっぱりどうしても既存の現実の状態から考えた市

場を造るというような設計内容だと思うんです。それでは、もう今から

の 10年後のこの構築物というのは 30年も 40年もでき上がってからそれ

を利用する訳なんで、やはり 10 年 20 年後の市場の状況で設計をしなけ

ればならないということだから、1 社くらいの既存の漁港漁村センター

の今までやっているような状態の感覚で市場を造ればそれは間違いない

市場だろうけれども。やはり漁業の衰退というか生産能力というか自然

減少というのか、そういった数量も将来の 20年後の数量も考え、世の中

のことも考えた俗に言う市場の問題でなく、都市計画というか、そうい

った問題を含めた新しい発想で持った市場が半分以上は、既存は既存と

して半分仮にあったにせよ、半分以上は将来 20 年 30 年後の普代村の市

場の形態、誰も分かんない訳ですけども、ただ大学教授とか何とかとい

うそれ専門の人がいればそういった類いもできるんじゃないのかなとい

うこれは私の変な一存の考え方ですので。ぜひとも令和 4 年の設計・建

築にあたってはそういった将来 20 年後 30 年後を見据えた状態で 1 社 2

社でなく、何ですか、横文字でやればプロポーザルとか何とかっていう

そういう提案をしてもらって、それでこっちが結果をこれがいいあれが

いいというようなことも今やっている訳ですので、ぜひとも既存の設計

という感覚でなくして、将来の都市計画というかそういった意味での設

計をぜひともそれこそ考えてもらいたいと。今令和 3 年が終わろうとす

ればそういう問題にとりかかると思いますので、ぜひともそういった感

覚を取り入れた大学教授があるのか、専門家があるのか分からないが、

そういった将来像の 30 年後の岩手県沿岸の市場はどうあるべきなのか

という間隔でもって考えてもらいたいなというのが 1 つの直言でござい

ます。それが取り入れれるか入られないかは別として、私の考えが 1点。 

それからもう 1 点は、ここに肉用牛というのがある訳ですが、ご承知

のとおり、前にも何回も私言っている訳ですが、鳥居の 1 業者の乳業と

いうのがどういう収支計画でやっているのか、立派に経営を何十年もや

っている訳ですが、これも私の空想みたいな感じですが、田野畑では 2

つも 3 つも乳牛業で牛乳を作って直販をしているという経緯がある訳な

んで。今農協にやっているのか、どこにやっているのか知らないけども、

できたら普代で牛乳を作る、ミルクを作るといったことが可能であるの

かないのか、青の国と提携した状態、あるいは生産が第三者の会社を造

っていくらくらい、億の単位でかかるのであれば到底やられない訳です

が、牛乳を作るのにいくらくらいかかるのか、全然訳が分からないで私

は言っている訳ですが。できたらそういった意味での村での支援、3,000

万円か何ぼうでできるのだったら、村で半分は造ってやるよ、村が起業

家をつくって、村で独自の「普代牛乳」を作って青の国と提携した状態

で販売をするよとか、そういった契約の下に今何さんだか分からないが、
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村長がそういう機会を見て、その人間と会って、そういう将来像という

か、「普代牛乳」という将来像について可能なのか可能でないのか、おそ

らく村長は会ったことがないと思うので、そういった意味の発想を踏ま

えた状態での対面というかそういう設計はいかがなもんかということに

ついて、若干これについて村長の考えをお願いします。 

柾屋村長。 

まず市場の件そのとおり、先々の漁獲量、それから捕れる魚種、ある

いは漁業の許可数あり方等々を含めて先々に長く使う施設なので考えな

ければというふうなことでありますし、何よりも市場ですので、売りさ

ばく業者、そこらの考え方・動向等も見ながらやっていかなければなら

ないなというふうなことで思っておりました。無理をすれば設計という

か基本計画は上がったったかもしれませんけれども、そこらはやっぱり

議員さんがお話しするように静穏度も見ながら運営・経営する市場をど

ういうふうな取り組みでやったらいいかというのも、もう少しコロナ禍

でなくみんなすっかり集まれるときに議論をしてて、ＧＯをかけろとい

うふうなことで 1 年延びたかたちにはなりましたけども、そういった中

でいずれ議員さんがお話しのような部分は詰めさせていただきます。実

際プロポーザル方式にできるかどうかはともかく、そういった思いを組

みながら取り組んでいきたいと思います。 

 それから石川さんの分は会ったこともないですし、申し訳ないですが、

それからあそこの牛乳を村内で活用して商品を作るといったような発想

も正直していなかったです。担当の係のものも勉強しているかもしれま

せんけども、いつかお会いして聞いてみて、取り組めるエリアというか

範囲であれば、ちょっと皆さんとも相談をしたいというふうに思います。

あと、やっぱり施設が古くなってきている部分については、議員さんか

らもいろいろ前にご指導をいただいて、毎年行って聞いていてできる分

はやっているんですけども、なかなか頑張り屋さんの石川さんで自分で

できるからとかといったタイプの方なので、なかなか思い切った支援も

できていませんけれども、必要な支援については今後していきたいとい

うふうに思ってました。 

3番大上委員。 

もう一言。今そういう意味で農業・林業・漁業を頭にやってる訳です

が、やっぱり予算書・決算書を見るというと鳥居の乳業に関しての助成

っていうのは数字的には全然見られないので、立派にやっぱり普代の産

業としてああいう仕事内容なものですけども、普代にもそういう畜産業

があるよと、乳業の牛がいるよということに対してはやはり普代村もそ

ういう意味で村長が言うように担当者は耳を傾けてはいるとは言いつつ

も、やはり普代の一つの産業としては立派なものだと思いますので、ぜ

ひともそういう産業をなくさないようにお願いしたいと思います。 

それから今の先ほどの市場の関係ですけども、私は少なくとも仮に 200
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坪なら 200 坪の市場を造るとしても、やはり 5 年なら 5 年を単位にした

状態でまず先に 100 坪なら 100 坪を造る。3 年か 5 年後はあと 100 坪増

設するとか、やはり 5年 10年のスパンを計算すればそういった意味での

まだ新規な増設も可能になるし。いきなり今までの実績でサケが 1 日に

10万本捕れたったからこれくらいの容量でなければ市場はできないんだ

というわれわれ素人の考えはそうな訳ですよね。だがしかしサケが今度

はイカに変わるのか、イワシに変わるのか。5年後 3年後は 10年一昔に

いろいろ魚種漁法が変わる訳ですよ。あんなにサンマが捕れた状況が台

湾・中国、外国によって今 10分の 1になった。また 3年後は、サンマは

回帰するかも分かんないけども、俗に言うイワシ・サバに関しては 10年

周期にイワシが来てみたりイカが来てみたり、サンマが来てみたりとい

うような海峡状況で今から向こうの自然環境、この温暖化によってどう

いうふうに沖縄の魚が、三陸の沿岸に魚が捕れる。ほとんど北上してい

ると、おそらく 5年 10年後にはみんな北海道の方まで魚が行っていると

いうふうな状況の今の環境だから今からの 10 年後というのは全然内容

俺は分かんないと思うんですよ。ただ今設計をすれば今までの実績でも

って 100 坪の面積でもって市場を最低限必要だよということになる訳だ

けども、さあ造ってみたはよいが 10年たてばどういうふうに変化してい

るかというのが私は一番これを懸念する訳ですよ。ですからくどいよう

だけども、仮に 50坪造って、あと 5年後には、そのときには予算がどう

だかどういうふうなそれも痛いかゆい部分もあるけども、やはり 5 年を

周期にした 10年を周期にした増設とか、改良とかそういうのも加えなが

らやっぱり市場というのは造るべきでないのかなと。私らもかつて議員

が富山まで行ってそれこそ環境衛生というか、素晴らしい設備を見てき

た訳なんだけども、じゃあ 5年 10年前のあそこの市場がどういうふうに

有効活用されているかということになれば、疑うような坪数、大きさな

坪数で現在はないのかなという思いもありますので、ぜひともやはり将

来 10 年 20 年後の市場を考えた見積もり設計をぜひとも考えてもらいた

いと思います。以上、答えはいりません。希望です。 

 そのほか、6款農林水産業費、ございませんか。 

 7番森田委員。 

 7番森田です。62ページの農地開発事業ダム管理費の電話料19万 5,000

円。それから小水力発電事業管理費の電話料 3 万 9,000 円、これは事務

所が 2つあって電話が 2つあるものなんですか。それをお伺いします。 

 それから、6 款 2 項 1 目林業総務費の普代村ナラ枯れ対策委託料 600

万円という予算が付いてますけども、私はびっくりして隣の正路委員に

言ったら、「そんなもんじゃ済まないよ、もっと 1,000万円とかそのくら

いになる可能性もあるよ」と言われたので、これの積算根拠というか、

見積りというか、どういうことで 600 万円というものが出てきたのか、

まずこの 2点をお伺いします。 
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 大村建設水産課長。 

 私の方から 5 目と 6 目の電話料についてでございます。まず 5 目のダ

ム管理費の方の電話料でございますが、ダム管理棟にあるまず電話分 1

つ、それと合わせて役場の方にダムの水位であるとか、そういったデー

タが送られてきます。その回線使用料が 1 つ、あと地震が起きたときに

大きい地震がありましたという報告がくる回線もまた別に設定されてお

りますので、その回線料がかかっております。 

次に 6 目の小水力の方の電話料につきましては、これは事務所等はあ

りませんので、小水力の方は発電が何かの原因で止まったときに役場の

方に異常で止まりましたという通報がくる、それの回線使用料になりま

す。以上です。 

 山﨑農林商工課長。 

 お答えをさせていただきます。1 立米(㎥)で 5 万円というまず単価が

ございまして、これで 120本の予算でございます。 

 7番森田委員。 

 すぐうなずいたんですけども、頭の中にまだクエスチョンが残ってお

りまして、もっと分かりやすいことの説明をしてもらえればあれなんで

すけども、だいたい何本くらい発生しているものなのか、それと今のと

ころは対策はなく対処療法というか、発生したのを見つけて即それを伐

採して燻蒸だか焼却処理をして、今のところはそういう方法しかナラ枯

れを防ぐ方法はないのか、また別なナラ枯れを防ぐ方法があるのか、そ

れも併せて伺います。 

 山﨑農林商工課長。 

 お答えをさせていただきます。令和 2 年度では約 140 本ほどの被害木

がございまして、これまでに 80本の駆除、伐採をして、1メートル間隔

くらいに切ってそれを刻んでそこを燻蒸処理、切った根本も燻蒸処理す

る訳ですが、それで 1 立米(㎥)あたり 5 万円という経費がかかるもので

ございます。時期的に 3 月なものですから残った分は春駆除で虫が木か

ら飛ぶ 6月 20日より前に春でももう 1回残った分は駆除します。そのあ

とまた調査をするということで、どのくらい被害があるかどうかは確認

しながら、やっているものでございます。どうしても対処療法がメイン

になる訳ですが、県が指導するのは、発生したらそこら辺のナラの木を

事前に売れる木だったら売ってください、切ってくださいという被害に

遭う前にということで、直接的な対策ではないんですけれども、実際ナ

ラ枯れした部分も切って飛ぶ前であれば、ほだ木にもできるかもしれま

せんが、なかなかそういったのには活用できないと思いますので、今の

ところは事前に伐採して売る、あとはそれ以外は対処療法しかないかと

思っております。 

 （「主な発生地域は」と森田委員） 

 今は黒崎に上がっていく、くろさき荘の周辺というんでしょうか、入
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り口から入って休憩ハウスの奥だったりとか、あとは右側に行ったキャ

ンプ場、あとは大岩展望台・黒崎展望台に向かっていく黒崎の金子さん

の山だったりとか、個人名でちょっとあれですが、そこら辺周辺が今は

発生が多いです。あとは、太田名部にも若干見られるようですけども、

これが広がるものとは予想はしておりますけれども、状況は確認しなが

らということしか言えないですけれども、よろしくお願いします。 

 （「はい、分かりました」と森田委員） 

 よろしいですか。 

 そのほか、6款農林水産業費、ございませんか。 

 2番金子委員。 

 2 番金子でございます。まず港の建設といいますか、工事につきまし

ては、本当に多額の予算を毎年投じてもらっております。そして今太田

名部さんの部分で話しをさせていただきますが、今本当に今年度末です

か、3 月末までの工事といったような部分もあると思っておりますけれ

ども、それに向けて急ピッチでいろいろなテトラ等工事をしている訳で

すが、これから 10 年 13 年くらい先に人口が 2,000 人ちょっとといった

ような部分で村として試算ができるとは思いますが、漁業者がこのとき

にどれくらいになっているのかなといったような部分があります。やっ

ぱりそこの部分で、あるいは市場にも関連をするんですが、漁業者の確

保というものが本当に何よりも大事になってくる、このように思います。

村としてもいろいろな手立てを進めている訳ですが、大震災があった当

時はサッパ船あるいは船等が本当に不足した経緯があるんです。今それ

から 10 年たって漁業をやめた方々あるいはもう後継者がなくて休むと

いった方々が出てきている中にあってこのサッパ船やらそういった船が

徐々に余ってきているといったような状況にもあると思います。やっぱ

り村として新規漁業者を確保しなければならない訳ですが、そういった

ときにこういった中古船等を村として買い取り、安く新規漁業者に提供

をして、何とか負担が少なくて済むような体制づくりこれが本当に大事

だと思うんです。 

本当に、いくら港を立派にしても、あるいは新しい市場ができても漁

業者がいなくなれば本当に大変な部分がある、誰しもがそこは不安な訳

ですけれども、そこを少しでも解消をするために、新規漁業者を見つけ

るためにも、村がいろいろな手立て。野田村でしたか、新聞にも出てお

りましたが、古い中古船のサッパ船を見つけて漁業者を確保するんだと

いったような記事もあった訳ですが、やっぱり村としてもそういった工

夫、そんなに今正規で組合員になって、船あるいは道具を買うとなれば

及ばない金額がかかるんです。そういった部分のもう処分をしたいとい

う方々も出てくると思います。そういった古いものを村が買い取って、

そして新規漁業者に安く提供すると、やりやすいような状況をつくると、

そしてそこには住宅も含まれてくると思うんです。普代村に来ても住む
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ところがないといったような部分であればなかなかいろんな部分で厳し

いと、そういった部分があるとは思いますが、全体的な部分を村として

考えているとは思うんですが、そういった部分の中身がもしあったらお

聞かせをいただきたいなと思います。 

 柾屋村長。 

 お答えをさせていただきますけれども、まずもって漁業者の確保とい

うこと非常に重要ということは、常々の私の方針でもあります。漁業者

がいなければ主幹となる産業の担い手がいない、そうすると当然村のも

ろもろの生産等も落ちてきて、そして裾野の広い部分の経済効果といっ

たのもどんどん下がってくるといったような思いでおります。その点は

議員さん方とも共有する訳でございます。あとは漁業者になるために、

新規漁業者の就業とかもろもろの協議会をつくって支援をしておる訳で

ございますけれども、そこをまずに入ってもらって、そのあとはどうし

ても今の仕組みでは、漁協さんに出資金を出して、入らなければそこの

協議会のわれわれが支援をする部分のいろんな助成も得られてこないと

いうふうなことでございますので、そこが第 1 歩をどうやって突破した

らいいのかなと。あるいは、それがまったく定額でないところもある訳

です。田野畑村さんだって、野田村さんなんかも定額だ訳です。そこの

ところを少しクリアしなければならないなといったようなことで思って

ます。 

あと、そうすれば次に当然磯物を取る部分は必要なため、お話しのよ

うに漁具が必要になる訳ですけども、その部分はやっぱり村ではちょっ

と難しいです。村が買い取ってというのは。そこは前段お話しした部分

が進んでいく中で、何らかの村も関わる協議会をできれば本来は漁協さ

んで漁具の準備なんだから、協議会をつくってやりますよと、村ではそ

こに何か支援をしろというふうな話しに進んでいけば非常にうまくいく

訳ですけども、そこらを段階的に進んでいく中で詰めていければ、うま

くいくのかなというふうな思いでおります。いつまでもどっちが仕掛け

るかとあれしていてもあれですので、徐々にそういった部分を少し深く

検討したり、深く取り組んでいかなければならないというふうに思って

おりますけども、お話しのある、村でいろんな船の中古を取得したり、

確保をしておいて漁業者にといったような部分は、すぐにあるいは直接

的にといったようなことは現段階では考えておりません。 

 2番金子委員。 

 私もそう思います。今村長さんが答弁をしたとおり、普代漁協に組合

員に入るには多額のお金が必要なんですよ。なかなか入れない、田野畑

さんあたりであれば何もスムーズに、入りたいと言えば、「はい、どうぞ」

というようなそういったかっこうですが、やっぱりそれにはそれの諸事

情がある訳でそういった部分もなかなか難しい部分があるので、やっぱ

り新規漁業者がすぐに来いと言ったってなかなか入れるものではない。
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そして来たからといってすぐに組合員になれる訳でもない。そういった

部分があるんです。だからやっぱり大変なことは分かるんですが、先ほ

ど言ったとおり、漁港建設に多額の予算を投じてやっている。市場建設

も今度来年度から進んでくると、そういった状況の中で、じゃあ漁業者

は 10年先は何人いるんだと、そこにいくんです。漁業者は少なくても、

港が立派でなければ商売が全くできない訳です。それはそうなんですけ

れども、それを考えれば漁業者が本当に必要になってくる、後継者がわ

れわれの地区であれば今ないんです。今やっている養殖も 5 人だけ、あ

とは組合の漁業者であっても、何も漁に出られなくて名前だけといった

人もあるんです。だから実際に漁業者と言えば本当に少ない訳ですが、

そこら辺ですが、やっぱりこれは誰も何ともできるといった薬がない訳

ですよ。そこら辺でやっぱりいろいろな分野で立派な市場、それも必要

ですよ、漁港も立派な漁港が必要、誰もそれは願っているんです。今が

通らなければ生活が成り立たない、その 10 年先 15 年先はじゃあどうな

んだといったときが、本当に心配だなという意味で今質問をさせていた

だいておりました。 

やっぱりこのことは村単位ではなく、県・国そういった部分で、やっ

ぱり村長さんいろいろな部分で、出かけると思いますが、やっぱり確保

だけでない、予算から何からそこら辺をこれからどう使っていくのかと

いった部分を本当に考えていかなければ、何も新しい方がいい、どんど

ん漁業者も増やさなければならない、言うことは簡単です。でもじゃあ

どうしたら漁業者を見つけれるかと言えば全く私は一つもそういうあれ

を持ってません。そこが何とかならないのかなといったような、本当な

気持ちがそこですが、今村長さんの隣に副村長さんもいる訳で、県の方

としてはこういった漁港関係どのように今考えているのかありました

ら、お願いしたいです。 

 柾屋村長。 

 副村長、今メモを取っていましたので、その間に。船の話しをすれば、

余談になって恐縮ですけども、やっぱり村内で使っていた船の中古だっ

たらすぐにある程度即戦力に使えるんですけども、どこかの遠くの久慈

とかだとやっぱり使い方とか、いろんなあれが違うので、やっぱり買っ

てきてもあれですので、金もかかるといったようなこともあると思うん

ですよ。金子議員さんも今おっしゃったようにまた過去に野場副議長さ

んもおっしゃったように、うちのものを何とか無駄にしないで、しかも、

即戦力になって経費もかけないで、おら方のもので使ったものであれば、

活用できるといったことで、非常にいいことですが、そこらの取り組み

を誰がやるか、あるいはやっては悪いということはどこにもない訳です

ので、そこらを少し皆さんとも協議をしながら村が直接だめなら、青(の

国)にでもやらせるというようなことでもあればしょうがないな、漁業の

ためだし、漁協さんとか商工会さんも出資者でありますので、そこらで
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取り組みやすいのかなと思ったりもしますけども、いずれお話しの手法

を考えていくようにしたいというふうに思います。 

それから市場の件でもう少しお話しさせていただければ、大上議員さ

んは口には出しませんでしたけれども、おそらくせっかく造る市場なら、

10 年 15 年先には、ほかの魚も普代に持ってきて普代に魚が揚がって売

りさばきから加工とかそういったのを普代とかここらの小本港とやれる

ような狙いをして思いをして取り組めというふうなお話しもしたかった

んだなというふうには思ってますけども、いずれそういったことも視野

に入れながら、そのときに漁業者がどんどん減っていくということにな

れば、漁業の村・まちといった部分のブランドが下がりますので、そこ

ら辺も全体的に考えた取り組みをさせていただきたいというふうなこと

で、副村長さんの方につなぎたいというふうに思います。 

 竹花副村長。 

 今お話しいただきましたとおり、漁業者担い手の育成というのは沿岸

地域全体の課題だと思っております。漁獲量の減少で漁業資源の減少と

ともに、市町村だけでなくて、県・国も含めて考えていかなければそこ

を担う人がいなければ、一次産業でなくてもそうですけども、その産業

が成り立っていかないということになるかと思っております。県の方で

も水産アカデミーというようなことで、そういった新たな漁業者を育成

するような取り組みを始めておりますので、そういったものを活用した

りですとか、村でもすでに育成協議会ということで取り組みを進めてお

りますけども、そういったところの成果も見ながらですね、新たなそう

いった水産アカデミーとかそういった制度も活用しながら、その辺の効

果も見ながら実際に担い手を育成されるような取り組みを県・国の方に

も働きかけながら、考えていかなければというふうに思っております。

以上です。 

 2番金子委員。 

 ありがとうございます。いずれ私も本当に小さい訳ですが、一漁業者

のつもりでお話しさせていただきました。この普代村にはせっかくいい

漁場があるんです、養殖ワカメ・コンブ、そういった漁場がある中でや

る人がなくなったとそういったことのないような、何とか方策がないの

かなといったような部分で質問をしておる訳ですが、本当にこれは今村

で、議会で話しておりますが、漁協が先頭に立って動いていかなければ

ならない、この部分は。そして村さんにいろいろ協力してくれといった

ような部分で、動かなければならないのかなというように思います。い

ずれ担当課の部分で、これから厳しい大変な時代が来る訳ですから、漁

業者が減ってくると、そういった漁協との関わりを今まで以上にもって

やっていっていただきたい。それとやっぱり今個人・個人が養殖事業も

やっている訳ですが、やっぱり少なくなれば個人・個人では本当に大変

だと、そして、高齢になっても大変だとやっぱりよそでやっているよう



 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

大上浩史委

員 

 

 

 

委 員 長 

大村建設水

産課長 

 

 

 

委 員 長 

大上浩史委

員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なこれは会社経営のようなかっこうにもなるんでないかと私は夢のよう

な話しをするんですが、そうやって使われるならば何とか働ける人も出

てくるんだろうと思います。やっぱり今の団塊はすごいんです。1 つの

事業をやるにも経費という部分で。うまくやっていればそれはいいでし

ょうが、本当に大変なんです。大変だからやっぱり後継者もないと。育

たない。そこが現実なんです。やっぱりそういった部分で、本気になっ

て漁協さんとの対話の体制を村長さんにはぜひ進めていってもらって、

大変だ、今でも大変だと思うんですが、10年先になってから大変だと言

わないように、今からそういった体制の仕組みと言いますか、そういっ

たことを進めていっていただきたいなと思います。以上です。 

 3番大上委員。 

 3 番大上です。かつて昨年ですか、誰かの質問ですき昆布の乾燥場に

関して、助成をもらって油の効率化そういった面について今調査中であ

るという話しが昨年だかあった訳ですが、結果としてどういうふうな効

果・効率があってそれを利用して現在何軒かあるんだという状況はどう

なっていますか。 

 大村建設水産課長。 

 すみません、その成果品を今手元に持ってきておりませんでしたので、

それにつきましては後で説明させていただきますが、それを使って実際

にやっているかどうかということにつきましては、実際その中身につい

ても資料を取り寄せまして、後ほどご説明させていただきたいと思いま

す。 

 3番大上委員。 

 私再三再四、そういう調査の効率・効果そういうことについて疑問を

思っている、毎年同じ結果であるということを前かだけ言っている訳な

んで、何回同じことを結果で腹立たしい思いをしている訳ですが。噂に

よればまたどこかに経費を盛っているのか盛っていないのか、盛ろうと

恐らくしているのだろうと思うんですが、この磯焼けに関して、そうい

う意味で私課長だったかに本年度はどうなんだいということを事前に話

した経緯がある訳ですが、今年は盛っていないけども本年度中に補正か

何かで磯焼けの調査・研究・場所を認定するというような方向であると

いうことを聞いている訳ですが。いや、それは待てよと、場所・調査は

漁師さんが知っていることなんで、それこそいらない補助とか助成でそ

んなくだらないことをやるなよと、今現実に県議会でも磯焼けの問題に

しているし、普代の磯焼けの関係は普代そのものの問題でなく、岩手県

そのもの、また三陸沿岸・北海道から宮城県の果てまでの磯焼けの傾向

ということは県単位なのか国単位なのかそういう意味でそれこそ大体的

に研究・調査をするのであって、そんな無駄な調査研究を助成があるか

らといって、手を今上げていますということなんだが。こういう問題は、

単村でというか単品でやる問題ではない訳ですよ、今ごろ磯焼けうんぬ



 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

大村建設水

産課長 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

大上委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

大村建設水

産課長 

 

んかんぬんって県も動いている訳なんだけれども、これは 20年も前から

磯焼けがある、ウニ・アワビが増えた減った、アワビの内容を見たって

いったって 5年 10年前から減少の一途、せっかく大船渡にも蓄養施設が

できて、田老にも蓄養施設があり、何百万流通を放流してやったって実

績が上がっていない訳ですよ。ということは、何が原因かと言えば草が

ないということは明らかに漁師さんたちは、普代に関わらず県下的に話

しをしている訳です。その要素はみんな草がないということは磯焼けに

なっているというのが現実だ訳です。また本年度、調査費の助成が付け

ばそれでやります。それは村は分からないから調査をするかもしれない

けども、漁師さんはあそこの場所、ここの場所が全然日陰になって一つ

も草が生えていない、藻が生えていないというのは分かる訳です。何の

意味でそれを、場所を選定しなければならないのか、そういう意味で担

当課長から聞くけども、何でその場所を分からなければならないのか、

俺から見れば全くおかしい場所選定だと思うんですが、もし助成が付い

てやるということになれば、どうなのか。 

 大村建設水産課長。 

 令和 3 年度の予算については、多面的の藻場造成であるとかそういっ

た、磯焼け対策の経費については、当初予算では計上してはおりません。

多面的の事業自体は、磯焼けになっている箇所であるとか、そういった

ところに藻場造成をやることができるという事業になります。藻場造成

実験とかそういったものを。それをもし漁業者であったり、漁協さんの

方でこういう方法でやってみたいんだと、そういう提案があれば、補正

で対応をして、漁業者であり、漁協さんが中心となって、一番海の底を

分かっているのはそちらになりますので、そういったものを提案をして

いきたいというものでございます。 

 3番大上委員。 

 今私、先ほどの効率化の問題について、関連でまだ予算に載っていな

いことについてもそうだろうという情報を聞いたものだから、今質問し

ている訳ですがね。じゃあ藻場造成というのはどういうふうに具体的に、

それこそ造成をどういうふうに、丘であれば種をまいて肥料をやって済

む訳ですよ。浜の場合にはどういうふうな藻場造成をするのか、どうい

うふうに考えていますか。もしそれが恐らくそういった考えがあるなら

ば、そういう情報も資料もあってそれじゃあ地元の漁協にそれを持って

きて地元の漁協にやらせたいということであるならば、どういうふうな

藻場造成というか、そういうのは具体的にどういうふうにやれば、草が

生えてくるんですか。そこら辺を教えてください。 

 大村建設水産課長。 

 今現段階では、具体的な藻場造成の方法等、これをというものは決め

ているような状況ではございません。他県の例を情報収集をしている中

では、磯焼けになっている岩場の洗浄をして、それから種を植え付ける
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方法をやっているところもありますし、岩であるとかそういったのに、

丘で種付けをしてある程度芽が出た状態にしてそれを海の方に石込みで

離しているというかそういった方法をしているのもございます。いろん

な方法を試している各いろんな自治体で漁協さんも含めてやっているよ

うでございます。そういったものを情報収集しながら一番漁協さんの方

からも提案をしていただきながら、どういう方法が一番外洋に面した普

代村の海の中に適しているのかそういったのも検討をしながら決定はし

ていきたいと思います。 

 提案があった場合はそういったかたちで進めるようなかたちになると

は思いますが、まだ今のところは。 

 （「まだやる気はないです。あっちからあれしてこないと、ただそれを

続けていくことでアピール効果があって、今度は県が取り組んでくれる

ということな訳です」と柾屋村長） 

 3番大上委員。 

 今いろいろな理屈を課長としては言わなければならないですけども、

全然現実性のある、理屈から言えばそういうことになる訳だけれども、

それこそ何回も言うようだけども、陸上と海上での藻場造成というのは

全然成功したということを聞いたこともないし、やらないよりはやった

方がいいということになる訳だけれども、夢の中の夢、仮に何ぼうか丘

に種をまいて沖に持っていくと言ったって、それこそ 100ｋｇか 200ｋｇ

のものを持っていったのでは 10 日ももたない、時化でみんなぶん流さ

れ。現にそれこそマットの下にやった経緯も海中造林という、ものすご

い県のあれでもって 30 年も前に見事な海中造林を造った経緯もあるけ

ども、3 カ月ももたないうちに 1 月の時化で全部。当然だ訳ですよ、こ

れくらいの小久慈焼きだか何かのあんなブロックでもってそれに種をま

いて、巻いてそれこそ畑のように軒並みにやってもてる訳がないんです

よ。だから 1 年で何千万という海中造林が県の補助で単独漁協でやった

経緯がありますけども失敗しているんですよ。 

だから、それこそ藻を増やすとか何とかというのは自然環境をどうい

うふうに、自然環境を岩の状態にワカメが付いた状態を、私素人ですが、

それこそそのままの状態で手を付けないでそれこそ根が右左に飛ぶよう

にいくとか、またちょこっと水圧か何かで削った状態でまた新しい藻が

入るような状態にするのか、それなりの研究者があろうかとは思うけど

も、今課長が説明した内容では、どこでも成功はしないと思うんですよ。

私は全くの素人で、漁協関係者はそれなりにあるかもしれないけども、

関連で私は何をやっても成功しなかったんだということを言いたいため

に今別な要件も話している訳なんで、さっきのすき昆布の乾燥室の経過

だって 3 年だかやっている訳です。現実に 1 軒もそれに効果があったか

らそれをやりますという、私も素人でそれ以降聞いていないからそれで

今聞いている訳ですが、何をやっても失敗。また同じことを言うけども、
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ネダリだかで 3 年間 500 万円ずつ 1,500 万円の助成で全然効果がなかっ

た訳です。だから何とか効果があるようなことをやってくださいよとい

うことをただ助成があるからやりますだけじゃなくして、その 3 年間の

期間中は調査研究って、4 年目は誰も聞かないからそれで終わりになっ

ている訳です。それを俺は同じことをしないようなことを何かやってく

れませんかという意味で素直に、私は文句ではないんです。結果を出し

てくださいよ、ということを言っているんです。村長から何か答えがあ

ったらお願いします。 

 柾屋村長。 

 そういったような取り組みをさせていただきます。反省するところも

いろいろありますけども、例えばまたこれもしゃべれば怒られるかもし

れませんけども、一番太田名部の新港でやったように、あそこにいけす

でも造って放してやって、できるだけウニが周りのものを食べないよう

に、要するにそうすれば一番磯焼けはなくなる訳ですが。食べないばさ

え。そういった仕組みで何かができないかなといったようなことで、進

んでいかないとこれはなと思って。ただそれには漁業権のこともありま

すし、いろいろ難しいこともありますし、ちょっと難しい部分もありま

して、このままでは、いずれ怒られ続けるので、進められないというこ

とで思っておりましたので。 

あとすき昆布の部分は、データが出て効果もあるということで、油の。

使用料の効果が大丈夫出るということで結果が出ましたが、それにはや

っぱり費用がかかるということで、補助を出してくれうんぬんかんぬん

と、そのまま進まなかった部分がありますので、ＣＯ２の部分の削減とか

そういったところまでの説得にまだ受けないでいるというふうな状況に

もある訳ですけども、いずれはそういったコストと環境をうまく組み合

わせた中でさらなる取り組みをしていかなければならないのかな、とい

うふうな思いでおりました。いずれ成果がないということ、やめてしま

えということ確かにそのとおりですので、そこらも踏まえながら今後の

取り組み方向を定めて、また相談をしていきたいと思います。 

 3番大上委員。 

 私があえて次に言いたいのは、ここは確かに村なりの基幹産業の漁業

を見配しなければならない、助成しなければならないという一応使命は

あるけども、今までの過去の例を見るというと現実的に普代村漁業協同

組合が主体になって先ほど同僚議員も言っている訳だけれども、何をや

るにしても漁協そのものが、本体がまず前に立ってやってそれで村も助

成してくれよというのが本質論だと思うんです。われわれも村長あれを

買えこれを買えと漁業のためにと、これは本末転倒していると思うんで

すよ。総体的に見ればやっぱり漁業を応援しなければならないというの

は分かるけども、主体たる漁協が理事会があり役員会があり、右や左の

企業体として生産を上がるためにどうしなければならないというのが、
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元々の漁協の本来の姿な訳です。理事さんと組合長がそういう方針・指

針を示さなければならない訳です。だから村もそれなりの応援をしてく

れやというのが筋なものでわれわれもそういう意味では、そういうのが

あったら村長さん大いに応援してくださいと言うのが筋であって、われ

われが漁業が普代があれだから、これもやれあれもやれというのはこれ

は筋が違うような、間違った意見だかも分からないけども、やはりあく

までも村長は漁協の組合長を呼んで、どうなっているんだいと、かつて

はそれこそ和村幸得村長時代は、もう命令的に漁港そのもの、港は造る

けども、あとはお前たちがやるのなんだよと言うのを現実に組合長を通

じて聞いた経緯がありますが、やはりそこら辺は村長の威厳をもって村

がやるより漁協がまずこういうような助成があるようだし、こういうこ

とを国・県から引っ張ってくる金もあるようだが、まずやってみろやと

いうような主体性を漁協に持たせるようなことで指導してもらいたいと

思います。回答はいりません。 

 大村建設水産課長はいいですか。 

 （「いいです。村長さんから聞いたから」と大上委員） 

 6款農林水産業費、ほかに、ございませんか。 

 9番野場委員。 

 64ページの漁港管理費なんですが、先ほど、防犯カメラを付けると聞

いたんですが、これは委託料の中に入っているのか。それと、その防犯

カメラを付けるのであれば、漁師組合さんから看板設置も依頼されてい

ると思うんですが、防犯カメラだけでは意味がない。 

 それともう一つ、65ページの漁港建設費の沢漁港の再生交付金事業工

事の 8,000 万円、これは最終工事ですよね。3 年度が最終ですか。新規

工事…、北防のかさ上げということは、丘の方の豆腐の方までやるとい

うこと。 

 （「豆腐を積んであるところの方のあれを 2年くらいになるか」と柾屋

村長） 

最終だと思って丘までやれるんだろうかと思って。すみません、私勘

違いしてました。では、そのお願いだけで特にいいです。 

 そのほか、6款農林水産業費。 

 8番正路委員。 

 8 番正路です。お伺いしたい部分ですが、63 ページの森林環境整備事

業部分の説明をもう一度お願いしたいです。 

 それと先ほど同僚議員が質問しました、ナラ枯れ部分について、再度

もう一度お聞かせ願いたい。確か 1 ㎥で 5 万円というふうに聞いたので

すが、この 1 ㎥はどのような 1 ㎥なのか、単純に 1ｍ四方の枠の中で測

るものか、材積でいくものなのかということと。1 ㎥ 5 万円ということ

になれば材積もあるんでしょうけども、そんなに計上した部分のお金で

あれば、先ほど同僚議員には、俺はいきそうだなと思ってたんですけど
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も、1 ㎥で 5 万円で計算すれば 1,000 本あたりあたったとして、たぶん

600万円あれば十分間に合うんだろうなと思いますけども、1㎥ 5万円の

根拠ですね、そこを。それと担当課として、村の分は先ほど申したとお

りだとは思いますが、国有林部分でもかなりの被害木が出ているという

ようなことで聞いていましたが、そこら辺は把握なされているのかどう

か、お聞かせ願いたいと思います。 

 それと 61 ページ部分のビニールハウス復活支援事業と新規作物栽培

チャレンジ部分 2 点入っていますが、ここら辺をもう少し詳しくお聞か

せいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 山﨑農林商工課長。 

 それでは、森林環境整備についてから回答させていただきます。森林

環境整備事業の関係につきましては、令和元年度から行っておりますけ

れども、平成 31年 4月に施行された森林経営管理法に基づいて、これま

で適正な整備がされてこなかった森林につきまして整備につなげていき

たいということで、森林所有者が山が手入れ不足にならないように、適

宜に伐採・植栽・補育を行って適正な森林の経営管理を行う責務が明確

化されたところでございます。所有者自ら森林の経営管理ができない場

合は、市町村にその経営管理を委託をすることができると、また委託を

した森林のうち、例えば経費をかけても収入が出るようなものにつきま

しては、意欲と能力のある林業経営体の登録者というものがございまし

て、管内では久慈森組さんとか野田森組さんとか、あと一部一般企業も

入りますけども、そういったところに再委託をして管理をしてもらうと

いうことがございます。こちらの所有者の意向につきまして、昨年から

アンケート調査を私有林の人工林につきまして、アンケート調査をして

おりまして、所有する森林の管理状況、これまで自分で管理していると

か、森林組合に委託しているとか、あとは所有する森林の整備、ここ 10

年で枝打ちを間伐等行っているとか、全くしていないとか、あとは今後

の経営管理ですが自分もしくは親族が行う、もしくは村の方に任せたい

とか森林組合に任せたいとかといった意向を聞いた上でそういった場所

を台帳整理、登録して行うという部分で今のところはアンケート調査で

かかる人件費相当を使っておりまして、それ以外は基金積立の造成をし

ておりまして、今年度に頼みたいといった森林の管理に使うために基金

造成をしているというものでございます。 

 ナラ枯れの 1 立米(㎥)といいますか、こちらは材積でございまして、

振興局が出しております、標準単価というんでしょうか、伐倒駆除・燻

蒸で成分分解シートだったりとか、これの中で 5 万 745 円という標準単

価が示されております。これに基づきまして、だいたい先ほど 1 立米 5

万円というようなお話しをさせていただいたところでございます。あと

国有林のナラ枯れですが、侍浜と小袖で発生しているというお話しを森

林組合さんの方からお聞きしております。 
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 ビニールハウスの復活支援事業でございますが、空いているビニール

ハウスを移設して新たに活用を行いたいという農業者に対して、助成を

行うものでございます。内容としましては、10万円を上限に、30坪これ

を 2 棟計画しておりまして、これの 3 分の 1 を助成しようというもので

ございます。新規作物チャレンジ支援事業でございますが、こちらは 2

グループ、1 グループにつきましては、向野場で取り組んでいるニンニ

ク栽培 1 つと、もう 1 つにつきましては、まだこれは未定でございます

が、オイスターリーフまたはキクラゲといった組織の助成がどちらかで

きないかということで検討をしております。以上でございます。 

 8番正路委員。 

 8 番です。ナラ枯れの部分は、いまいち分かりづらい部分も結構ある

かなと思いました。国有林部分といいますか、浜部分のナラ枯れ、そこ

ら辺の処理は今は全て終わったんですか、急傾斜地の部分等は、どのよ

うになっているのか、まずそれをお知らせください。それと、先ほどの

森林環境整備の方は結構ですが。 

 新たな新規作物栽培チャレンジビニールハウスは理解しました。以前

お伺いしたときと内容的には同じだと思いますが、新たにキクラゲを計

画をしているということですが、下の 1階部分の渡り廊下部分というか、

村民ホールから抜ける方に栽培しているのを若干拝見したことがありま

すが。非常にキクラゲは菌床栽培でしたが、ただ水を与えればその年の

5 月 6 月あたりから発生して、いいと 5 回くらいいくというようなこと

で結構栽培しやすく、とりやすいというような感じで拝見しておりまし

たが、あまり多くなくやってみたいという人に、確か 1 ケースに菌床 6

玉入った中で、がんばれば 2 ケースもやれば結構いい収入になるのでは

ないかなと思いますが、そういったあまり多くなく誰でもやってみたい

といったようなところでのチャレンジはどのように今後考えていこうと

しているのか、そこのところをお願いします。 

 山﨑農林商工課長。 

 まず国有林のナラ枯れですが、久慈方面でございますので、村内には

国有林は、茂市・萩牛側の方にしかございませんので、本村では該当は

ございません。あと急傾斜地のナラ枯れにつきましては、どうしても危

険が伴うということで、実施はしておりません。 

 それから、キクラゲの部分、今年、菌床 6玉を 6月 10日に手配をいた

だきまして、黒と白と。そして年に 2回か 7月 20日ですから、1カ月と

10 日、あと 8 月 12 日にそれぞれ収穫しておりますが、上手にできたの

かできないのか、2 回で生で 2,750、白で 1,390、ただ乾燥させると 450

とかすごい小さくなる訳ですが、生の方で出荷できるのか、干しの方で

出荷できるのかそこら辺もあれですが、村長さんの施政方針か一般質問

でも話しが出ておりますので、ＰＲをして、どなたかやりたい人があれ

ばということで周知をしながら、ただ農林商工課でもどういった管理が
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適正なのか一度試験してみた中でございますので、勉強を含めてやって

いきたいと思っております。 

 8番正路委員。 

 ナラ枯れに関してはまだまだ勉強の余地があると思いますので、それ

は了解いたしましたし。 

 キクラゲに関して、正直なところ適当でいいとは思うんですが、直射

さえ当たらず水さえ与えれば、どこでもできるというようなことで伺っ

ております。そういった中で今年度ですか、夏前後で栽培試験をした訳

ですけども、それを青の国の駅周辺で何とか遮光をできるものをやった

中で皆さんに見てもらいながら今度はそっちで試験をするとか、例えば

くろさき荘あたりにそういったものを持ち込んで試験でくろさき荘に泊

った方おいでになった方々に食してもらう、次はそういった一つステッ

プを上げた中で、食べてもらう買ってもらうというふうなところでちょ

っとは動いてみてもいいのではないかなと思いますので、ここら辺をま

ずこれからの部分もあるとは思いますが、一つそういった中での提案を

させていただいた中でこの件の私の質問は終了させていただきます。あ

りがとうございます。 

 ほかに、ございませんか。 

 5番古沼委員。 

63 ページの今言われた森林環境整備譲与税なんですけど、これに 573

万 8,000 円積み立てているんですけど、昨年度も 517 万円受けて 15 万

8,000 円報酬と費用弁償して、その後はまた基金に積み立てて、そうす

ると 1,700 万円程度積み立てている訳ですが、今後この基金をどのよう

に活用していく計画なのかちょっとお聞かせください。 

山﨑農林商工課長。 

森林環境譲与税の件についてお答えをさせていただきます。令和元年

度につきましては 270 万円歳入にありまして、この制度に係る住民説明

会、意向調査等の人件費で 84万 8,000円を一般会計に繰り入れしまして、

基金には 185 万 2,000 円を元年度には積んでおります。令和 2 年度につ

きましては 501万 7,000円歳入にありまして、15万 9,000円を支出する

予定と。年度末には 671 万円の基金残高予定でございます。新年度、令

和 3年度では 573万 8,000円歳入を見込んでおりまして、こちらも 15万

9,000 円一般会計に繰り入れをして支出すると。残った基金残高 3 年度

末ですが、1,228万 9,000円予定しております。 

この基金につきましては、後年度行う森林を管理してもらいたいとか、

あとはなかなか経費がかかって売っても赤(字)になるような部分につい

ては村が支出して、業者が管理する訳ですが、そこを管理した経費と売

り払った経費で赤(字)が出ると。そういったところは基金を使って補て

んするとか、あとは管理するために道路が必要だということでそこに林

道を通す経費に使ったりとか、まずは意向調査で村の方に委託を希望す
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るといった所有者を確定して、場所も確定して、事業場所っていうんで

しょうか、事業量を確保していくことがまず最初だと思いますけれども。

以上です。 

5番古沼委員。 

頭が悪くてさっぱり分からなかったんですけれども、例えば近隣の市

町村でも同じくらい受けている訳ですよね。近隣の田野畑さんとか野田

さんとか、そういう人はどういうふうになさっているんですかね、どう

いうふうにそれを運用しているんだろう。計画して。 

山﨑農林商工課長。 

お答えをさせていただきます。近隣市町村でもまだ調査が最初なので、

基金造成を行っているところがほとんどでございます。 

 5番古沼委員。 

 そうすれば、ほとんど何もやっていないみたいな感じ。 

 山﨑農林商工課長。 

実際のところは森林所有者に対して森林の管理を今後どうやっていく

かというアンケート調査・意向調査をどこも進めているという状況だと

思います。それに係る経費は支出してそれ以外は基金造成を行っている

と。すみません、先ほどの説明を訂正させていただきます。何も行って

いないということではございませんので。 

 5番古沼委員。 

失礼しました。でもこの事業というのはどんどん入ってくる訳ですよ

ね、お金が。それをただ基金に積んでたって何の成果も出ない訳で、最

後には返せって言われて、「はいどうぞ」ってなる可能性もない訳じゃな

い。ちゃんと計画してせっかくもらってるのだからずっとくる訳だから、

ちゃんと計画してやってこれから力入れてほしいなと。これは大きなあ

れになると思いますよ。なのでよろしくお願いいたします。質問を終わ

ります。 

 6番中上委員。 

 今の質問に関連して質問させていただきますけども、森林環境譲与税

の関係で今意向調査をしている訳ですよね。確か今年度中に 9 地割まで

意向調査をして、9 地割まで終わったら今度は間伐等の作業に入りたい

というように聞いております。31地割まであると思うんですけども、だ

いたいどれくらいで終わって、今古沼議員が言った、積立金を間伐とか

その作業に充てるという理解でいいんでしょうか、いつごろまでそして

かかるかですね、終わるまで。 

 山﨑農林商工課長。 

 ただ今の質問にお答えさせていただきます。令和元年度の調査は 1 地

割しかしておりませんで、今年度に 2 地割～5 地割を今から発送して調

査する予定でございます。そして 3 年度に 6 地割～9 地割を調査する予

定でございます。全部で 31地割までございますので、あと 5年か 6年く
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らいはかかるのかなと思っております。調査自体はあと 5、6年だと思い

ますが、この中で管理を希望する所有者・場所を選定して、あまり離れ

ていると管理・作業が大変ですので、できるだけまとまったところを希

望するといったらあれですが、そういった意向調査が出てくればと思っ

ております。 

 6番中上委員。 

 恐らくまとまればいいんでしょうけども、筆界未定とか決まっていな

いところがありますよね。そういうところは飛ばしてやっていくという

ふうに聞いているんですけども、飛ばしてそういう割合がどれくらいあ

るものなのか、意向調査としては。例えば境界が決まっていなくてもや

りたいという人はいるんじゃないかなと思うんですよ。そういう場合は

どういうふうな、この資金を使って何とかそれでやれるっていうことは

ないんでしょうか。 

 山﨑農林商工課長。 

 お答えをさせていただきます。村の私有林の人工林の面積ですが、

1,659ｈａほどございまして、これのうち 34％前後の 567ｈａが筆界未

定、あとは所有者不明というところでございまして、ここは飛ばして調

査を行っております。境界が確定しておりませんので、どこまでがその

人か、自分だけがここだと言っても、隣接する人が違うと言えばそれま

でなので、そういったところは事業は行えません。 

 6番中上委員。 

 分かりました。あくまでお互いにここですよというのが決まればやる

ということですね、仲介のような感じのことはやらないのか、境界を決

めるのに測量も入る訳ですよね。そういった費用はどうなのか、自分た

ちでやりなさいというのか、この費用からちゃんと見ますよと、それで

スムーズにやっていくために資金を出しますよということはないんでし

ょうかね。 

 山﨑農林商工課長。 

 お答えをさせていただきます。この事業では境界を確定するという費

用には使えません。あと測量とかやるのは、専門業者だったりとか、お

互いが例えば境界を確定させたいといったようなご案内とかというのは

できると思いますが、測量に手伝うとかというのは、一切、村の方では

関われないと思っております。 

 6番中上委員。 

 分かりました。ということは希望的な観測を言えば、こういったので

意向調査をして、間伐できますよという知らせを受けて、受ければ、も

しかすれば境界が決まっていないところは積極的に決めてという可能性

もない訳ではないですね、おそらくね。薄いんでしょうけども。4 割が

境界が決まっていないということは、非常になかなか進まない、ぼつぼ

つになる可能性もある訳ですよね。分かりました。ありがとうございま
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す。 

 6款農林水産業費、ほかに、ございませんか。 

（なし） 

 なければ、6款農林水産業費の質疑を終結いたします。 

 次に、7款商工費の質疑を許します。 

 1番嵯峨委員。 

 67ページの黒崎園地周辺伐採業務委託料 350万円、中身についてお願

いします。 

山﨑農林商工課長。 

ただ今のご質問にお答えをさせていただきます。黒崎周辺、今道路か

ら海が見えない状況にございますので、景観をよくするために例えばお

風呂からも木が邪魔をして海の景観が見えなかったりとかっていう部分

がありますので、急傾斜ではありますが、そこの見栄えをよくするとい

うかをやりたいというものでございます。 

1番嵯峨委員。 

2 分で終わります。以前風呂から見るに男風呂から木が 2 本あって邪

魔だが切ってくれないかと全協でしゃべったら、村長さんにだめだって

しゃべられたような記憶があったったけども、今切るっていったので村

長さんそれでよろしいでしょうか。切っても大丈夫ですか、風呂の 2 本

が邪魔になった部分。 

（「環境省がいいかどうか」と柾屋村長） 

今いいって言いましたよね。 

山﨑農林商工課長。 

今上質化に係る計画の中で環境省さんも来てますので、景観というか

景観を阻害するのは切ってもいいという、修景伐というのもありますの

で、ただその前に保安林とかは別な部分がありますけれども、両方の許

可を取らないとなりませんが、切ってだめということではないという認

識。皆伐はだめだと思いますけれども。 

1番嵯峨委員。 

最後です。ちょうど男風呂から 2 本を取ればばっと一面に太平洋が見

えますので、あの 2 本が邪魔なんですよ。あれを取って、観光客に太平

洋の絶景の水平線を端から端までのガラス張り全部見えるようにぜひや

ってもらいたいと思います。以上です。 

 3番大上委員。 

普代村起業支援事業補助金 200 万円とありますが、これは目途がたっ

てこういう予算を策定しているのか、1 社なのか 5 社なのか、そこら辺

はどういう内容ですか。 

山﨑農林商工課長。 

お答えをさせていただきます。これは駅に入る新規の事業者 1 人は予

定しておりますけども、一応 2社を想定して予算計上しております。 
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（「1社 100万円」と大上委員） 

はい。一応考えでは、例えば 150 万円以上の事業に対して 3 分の 2 の

上限 100万円という考えでおります。 

3番大上委員。 

そうすれば 1 社 100 万円を予定しているということは、3 分の 2 とい

うことは、要するに、150万円くらいの総事業費で、3分の 2で 100万円

なら 100 万円ということに、これは全く村単で支援するということにな

る訳ですか。 

山﨑農林商工課長。 

お答えをさせていただきます。村単で計画しております。 

 

3番大上委員。 

そうすれば、2 年やって終わりということもあり得る訳ですが、こん

なのがあるなら俺もやればよかったなという個人的な見解もある訳です

が。例えば企業支援、この前聞いたら、マルサさんと誰ということにな

るだろうという、だろう説を聞いている訳ですが、仮に現在マルサさん

の場合は固有名詞を使って悪い訳ですが、商店をやっている訳ですが、

こっちにも商店をつくるんだというのも可能、新規起業ということにな

る訳ですか。 

山﨑農林商工課長。 

お答えをさせていただきます。営業内容が一緒であれば該当しないと

いうふうに考えております。 

3番大上委員。 

今言っているのは 2社なんだと、200万円なんだと、1社のＡとＢなん

だということになればおかしいんじゃないですか。 

山﨑農林商工課長。 

申し訳ありません。一応 4 月以降で開店する企業について該当しよう

とするもので、予測しているのは 1 社だけでございます。そのあとどこ

か希望とか申し込みがあればということで、一応 2 社分を計上しており

ます。 

3番大上委員。 

それもおかしいんじゃないですか。確かに希望的観測で、予算をとっ

ておくということはある意味ではいいかもしれないけども、今財政が厳

しいときに一応 100 万円でもとっておくんだと、全然海千山千分からな

いものを予算を取るとか、あるいはこういう 3 分の 2 の村単だと、これ

が県・国の助成を利用してそういうふうにやるというのであるならばい

いけども、そういう中において契約の中において最低 5 年なら 5 年はや

ってもらうんだという誓約書もあるんですか。一応この 100 万円を仮に

ですよ、ここに載せた場合に一応やる場合の契約書というか、それこそ

資金内容というか、そういうのも含めて大丈夫だろうなということを含
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めて 100 万円の予算を組んでいるのかそこら辺はどういうふうなことな

んですか。 

山﨑農林商工課長。 

提出していただく事業計画であったりとか、購入する資金だったりと

か当然お金がかかった部分についての補助金になりますので、それにか

かる補助を行います。あと補助をするにあたりまして、5 年間だったり

とか、期間の制約等については、まだそこまでは考えておりません。た

だ、起業する上で、商工会さん等の経営支援だったりとかそういった指

導等があると思いますので。すみません、以上です。 

3番大上委員。 

全然納得できる説明でございませんので、もう少し納得できるような

説明を、具体的にこうこうしかじかでこういう見積りをとって、こうい

う契約書で、こうこうしかじかである程度は企業として成立できるんだ

認めるんだという内容の下にこうなったんだというやっぱり分かるよう

な説明を。私は今の説明では何だか漠然として、私に対して答えれば過

ぎるんだというような悪く解釈する訳ですが。やっぱり新しく企業が起

きるんだということになれば、それなりの人数とか資金とか、それなり

の過程をもって起業をするんだと、それによって支援するんだというの

が前提だと思うんです。ただあそこに早く入ってくれ、穴埋めするため

に早く入ってくれ、家賃を取りたいために早く入ってくれ、そんな簡単

な要件ではないとは思いますが、そういうふうに見受けられるんですよ、

もう少し納得のいく説明をしてください。 

柾屋村長。 

今の件は、議員さんお話しのとおりでございまして、私の方に上がっ

てくるというか、商工会の要望がある訳ですけども、当然漁協さんでも

どこでもその中の新規の起業に対する支援を考えてくれということで、

数年きている中で、今年度それをやることで、制度を検討してという中

で検討をされたのが、洋野と野田の制度をあげてきた中で今選んだのが

洋野の制度ということでございます。私の認識では、今の駅の分が入る

という認識でもありませんでしたし、それから、指示をした部分は議員

さんからお話しがあったように数年で辞めたらどうなんだとか、それか

ら事業の形態とかあれはどうなんだといったようなことをもっと細部を

検討しろと、制度化の規約をちゃんとしっかりしろという中で取り組ん

でいこうということでしたので、まだその制度がしっかりとできていな

いということなので、執行はまだできませんです。ただ予算としてはあ

げてしまったかたちにはなりますけども、制度づくりがまだいっており

ませんので、そこのところを別途議会でつくったものをあげてそれをま

たご相談をした中で執行をするというふうなかたちにさせていただくし

かないのかなというふうに思ってましたが、それでご理解をいただきた

いと思います。 
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（「そうすればこれは、いったん消すということですね、200万円は」

と大上浩史委員） 

消すというか、保留にしておいて。 

（「保留であろうと何であろうと、いったんこの予算書は 200万を、あ

とは補正か何かでまたあげるということであればいい訳だが、いったん

この 200万円は消すと」と大上委員） 

消さないで、そうなると予算全部になってしまうので…。 

暫時休憩いたします。                 （16：48） 

休憩前に戻り、委員会を再開いたします。        （16：54） 

 7款商工費、そのほかに、ございませんか。 

 2番金子委員。 

 67 ページと 68 ページの部分で、委託料の部分で、先ほど同僚議員も

質問したんですが、伐採業務の部分で、どれくらいの規模を伐採するの

かといった部分。 

それからその下にある恋する灯台プロジェクト推進事業の中身。 

それから 68ページの部分の黒崎園地修景改善工事がある訳ですが、こ

の中身を説明いただきたいなと思います。 

山﨑農林商工課長。 

お答えをさせていただきます。黒崎園地周辺伐採業務委託の部分です

が、灯台のあたりからくろさき荘までの間で本数で言えば 500 本くらい

を切る予定でございます。 

次に恋する灯台プロジェクトでございますが、黒埼灯台へのくろさき

荘駐車場から北緯 40度のシンボル等までの部分と、左側から回る散策路

と灯台までの下りる部分のイルミネーション、あとは黒埼灯台のライト

アップ、あとはできるようでしたら、大岩、黒崎展望台までも通路があ

りますので、そこを夜でも歩けるようなそういったものを想定しており

ます。 

あと 14節工事請負費の中の修景改善工事でございますが、今年度 6月

末だったか、くろさき荘の旧別館の解体工事の跡地ですけれども、あそ

こに土盛りをしておりますが、今はバリケードをただ置いたりしている

ので、そこの危険安全対策のために擬木だったりとか。あとそこの通路

ででこぼこしている部分を直して一周回れるようなといいますか、舗装

をする部分とそれからくろさき荘入り口の休憩ハウスがあるんですけれ

ども、そちらをなかなか一部というか、解体の部分もありますし。あと

入り口サインも改修したりといったものを予定しております。以上です。 

 すみません、間もなく会議時間終了となりますが、会議規則第 9 条 2

項により会議時間を変更して延長したいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。 

 （異議なし） 

 ありがとうございます。それではこのまま継続したいと思います。 
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柾屋村長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 2番金子委員。 

 ありがとうございます。この伐採の部分、くろさき荘の風呂付近、あ

とはくろさき荘の前のあたり、それから灯台の方ということですね。本

数にして 500 本くらいといったようなことですが、本当に 500 本といえ

ば、大体的な部分だと思いますが、景観上は非常によいと、よく観光の

方で了解が得られたなといったような部分もある訳ですが、いいことに

はいいことでございます。 

 恋する灯台プロジェクト推進事業の部分で、前回までいた副村長のア

ジサイの植樹と、植えるといったような話しがあって、丸 1 年以上たっ

ている訳ですが、そのアジサイの話しはどのようになっているのか、そ

ういった部分をお願いします。 

それからこの工事の部分ですが、いろいろ村としても観光の部分、普

代村とすれば観光で人を呼ぶしかない訳だと思います。そういった中で

いろいろなこの手立てを取っている、非常にありがたい。そしてこれが

本当に実るような成果が出ればいいなと本当に期待をしております。そ

して村の方々も泊まらなくても風呂を活用していただいているといった

ようなことで、くろさき荘という本当に建物が重要な村として大きい役

割をしている。赤字、令和 2 年度は本当に一般会計からの大きな繰り出

しをなされた訳ですけれども、これも致し方ないのかな、やっぱりこの

宿泊施設がないというような村であってはならないと思うんです。ただ

そのために村が一生懸命努力をしていると。われわれも本当に村と一緒

に努力をしていかなければならない。使うにいい部分は使うと。ただこ

のコロナ禍の中でなかなかいろいろな法事等もあっても使えないといっ

たようなその流れ、あるいは食事をとりたくても行くのも遠慮といった

よう流れ、そういった部分がある中で何とか少しでもなといったような

村の思いも考えれば、本当に何かできないのかといったような部分もあ

る訳ですが。アジサイとかそういった部分の計画のスケジュールを決ま

っているならば教えてください。 

 柾屋村長。 

 すみません、私の方から。前副村長が取り組んだ、浄法寺の前町長さ

ん方グループからの協力でアジサイを植えてあそこら辺の景観を保とう

といったようなことで取り組んできている訳ですけども、苗というか花

の仮植というか、そういったとこまで入っているようですけども、その

後ご案内のようにコロナの関係等でできないでいるという状況でござい

ます。私としても前副村長が取り組んでくれたことなので、ぜひものに

したいし、いい事業だなとは思っております。遅れている部分を取り戻

すように今後取り組んでいきたいと思いますし、その際はどうしても地

域の方々のご協力といったものが必要でございますので、改めてその際

はお願いをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 2番金子委員。 



 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金子委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 
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山﨑農林商
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金子委員 

 

 

 

 

 

 ありがとうございます。時間もあれですので、短めにあれですが、前

回の副村長さんが地区の応援をいただきたいと、植樹の際には。そうい

ったことで、取り組みをいろいろな総会の場等で皆さん方にはお願いは

しておきましたけれども、さっぱり連絡がない、いつやるんだろうとそ

してそのアジサイも現実に持ってきている訳ですが、1 年も前から。生

きているんだとは思いますが、そういった部分で確かに寂聴さんのアジ

サイといったような部分でありがたい訳ですが、いずれ遅くならない時

期にこういった事業があって、まだ完了といったような部分でアジサイ

も終わらせたいといったような部分だと思うんです。村としても。ぜひ

ともそういった部分で、このアジサイは前回の副村長が一生懸命頑張っ

た部分で、植樹をして本当に花を咲かせて皆さんに見てもらうといった

ような部分で進めていただきたいなと思います。 

 それから、この伐採 500 本となれば本当に大変ですが、その伐採をし

たのが、個人私有地、個人の山等もある訳ですが、伐採をした木という

ものはどのような段取りになっているのか。処分をするのか、個人の所

有者に持っていくのか、そういった部分はどのようなかっこうになって

いるのかお聞かせをいただきたいです。 

 山﨑農林商工課長。 

 この 500 本につきましては、村有地の部分、民地ではなくて、村所有

のところの伐採になりますし、切ったものはそこに止め置くということ

になります。 

 2番金子委員。 

 500 本の木をただそのままその場所に置いておくと、本当にもったい

ないというか、村の財産であれば余計にも何もほしい人はたくさんいる

んだろうと思います。特にもナラの木があそこら辺はありますから、た

だ処分するというのは、それは考えてもらわなければ、村の財産として

ただゼロ円というものではないと思います。いずれそこは時間ですので、

中までは言いませんが、処分の在り方、そこら辺は担当課長さんは考え

ていただきたいなと思います。 

 山﨑農林商工課長。 

 申し訳ありません。急傾斜で上げれないようなところは置くというこ

とで、大抵のものは引き上げて、それを収入にするという予定でござい

ます。 

 2番金子委員。 

 それからこれに関連する訳ですが、あそこのくろさき荘の入り口に休

憩舎がある訳ですが、一部解体といったようなことも言われましたけれ

ども、くろさき荘のすぐ前に使われていないトイレがあるんです。あれ

こそ本当に問題だと思うんですが、あれにも何百万もかけてトイレを造

った経緯があったと思います。もう何十年も使われていないといったよ

うな部分で非常に建物ももったいない部分ですが、まったく使われない
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のかな。村長さんから前に説明を受けた訳ですが、排水から何からいろ

いろ大変な部分があるといったような説明はあった訳ですが、本当に使

われないのであればあれも必要がないのではないかと思う訳ですが、そ

こら辺はいかがですか。 

 山﨑農林商工課長。 

 お答えをさせていただきます。現在はごみだったり倉庫として活用は

しておりますけれども、今後お金もかかりますので、そういった解体撤

去等も検討していきたいと思います。 

 （「終わります」と金子委員） 

そのほかに、7款商工費、ございませんか。 

8番正路委員。 

8 番正路です。確認だけいたしたいと思います。県道からくろさき荘

付近の入り口部分、あそこに青い看板があってそこの影に小さい灯台が

隠れて太田名部側から行くと見えない訳ですよね。あそこの部分もきれ

いにするということではないのか、伺います。 

山﨑農林商工課長。 

お答えをさせていただきます。灯台の部分だったりとか、そこまでに

行く看板の統一化等を検討して行うようにしてます。 

（「分かりました」と正路委員） 

そのほかに、7款商工費、ございませんか。 

 （なし） 

 なければ、7款商工費の質疑を終結いたします。 

 ここで、暫時休憩といたします。            （17：09） 

 休憩前に戻り、委員会を再開いたします。        （17：09） 

休憩中にも協議いたしましたが、お諮りいたします。 

以上で、本日の日程を終了し、延会といたしたいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

（異議なし） 

異議なしと認めます。 

よって、本日は、これで延会といたします。 

明日 3月 5日は、午前 10時よりお願いいたします。ご苦労さまでござ

います。 
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